
【表紙】 
  

  

  

【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年９月28日 

【事業年度】 第８期（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

【会社名】 リアルコム株式会社 

【英訳名】 Realcom Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  谷本 肇 

【本店の所在の場所】 東京都台東区柳橋１－４－４ ツイントラスビル６Ｆ 

【電話番号】 ０３－５８３５－３１８０ 

【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ  沖本 普紀 

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区柳橋１－４－４ ツイントラスビル６Ｆ 

【電話番号】 ０３－５８３５－３１８０ 

【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ  沖本 普紀 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

（注）１．第８期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、当社株式は第８

期まで非上場であるため、期中平均株価の把握できませんので記載しておりません。 

４．株価収益率については、当社株式は第８期までは非上場であるため、期中平均株価の把握ができませんので記載しており

ません。 

５．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除き、グループ外からの出向者を含むほか、常用パー

トを含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含み、常用パートは除く）は、年間の平

均人員を（ ）外数で記載しております。 

 

回次 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

決算年月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月

売上高 （千円） － － － － 1,337,463

経常利益 （千円） － － － － 195,525

当期純利益 （千円） － － － － 108,325

純資産額 （千円） － － － － 969,951

総資産額 （千円） － － － － 1,316,623

１株当たり純資産額 （円） － － － － 72,083.97

１株当たり当期純利益金額 （円） － － － － 9,776.65

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

（円） － － － － －

自己資本比率 （%） － － － － 73.6

自己資本利益率 （%） － － － － 11.86

株価収益率 （倍） － － － － －

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー 

（千円） － － － － 561,990

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー 

（千円） － － － － △435,234

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー 

（千円） － － － － △4,918

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） － － － － 500,356

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数） 

（人） 
－

（ －）
－

（ －）
－

（ －）
－ 

（ －）
60

（ ７）



(2）提出会社の経営指標等 

（注）１. 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．持分法を適用した場合の投資利益については、第４期から第６期においては該当事項はありません。また、第７期におい

ては関係会社の損益等から見て重要性が乏しいため、第８期においては連結財務諸表を作成しているため記載しておりま

せん。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、当社株式は第８

期までは非上場であるため、期中平均株価の把握できませんので記載しておりません。 

 

回次 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

決算年月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月

売上高 （千円） 422,885 447,617 735,197 926,841 1,337,463

経常利益又は経常損失(△) （千円） △2,078 12,623 31,933 134,314 202,308

当期純利益又は当期純損失
（△） 

（千円） △26,510 12,246 29,211 188,401 115,219

持分法を適用した場合の 
投資利益 

（千円） － － － － －

資本金 （千円） 331,025 472,775 472,775 509,712 510,912

発行済株式総数 （株） 

普通株式 
2,579 

  
  

普通株式
2,579 

優先株式 
630 

普通株式
2,579 

優先株式 
630 

普通株式 
10,906 

優先株式 
2,520 

普通株式 
13,442 

  
  

純資産額 （千円） 269,873 565,620 594,831 858,107 975,727

総資産額 （千円） 372,256 755,330 806,063 1,072,738 1,324,297

１株当たり純資産額 （円） 104,642.85 109,391.53 120,718.09 52,595.66 72,513.63

１株当たり配当額 
（うち１株当たり中間配当額） 

（円） 
－

（ －）
－

（ －）
－

（ －）
－ 

（ －）
－

（ －）

１株当たり当期純利益金額 
又は１株当たり当期純損失金額
（△） 

（円） △10,279.36 4,748.68 11,326.56 17,642.07 10,398.91

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

（円） － － － － －

自己資本比率 （%） 72.5 74.9 73.8 79.8 73.6

自己資本利益率 （%） － 2.93 5.03 25.95 11.82

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （%） － － － － －

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー 

（千円） － － 319,094 166,736 －

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー 

（千円） － － △184,711 △259,041 －

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー 

（千円） － － △35,212 56,431 －

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） － － 365,494 329,621 －

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数） 

（人） 
34

（ 16）
46

（ 10）
52

( ９）
56 

（ 10）
60

（ ７）



４．第４期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。 

５．株価収益率については、当社株式は第８期までは非上場であるため、期中平均株価の把握ができませんので記載しており

ません。 

６．第５期以前は、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動による

キャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。 

７．第８期より連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フ

ロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。 

８．上記期間中、第６期以降の財務諸表については証券取引法第193条の２の規程に基づき、霞が関監査法人の監査を受けてお

りますが、第５期以前につきましては、監査を受けておりません。 

９．純資産額の算定に当たり、第７期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

10．当社は、平成17年８月25日開催の取締役会決議に基づき、平成17年９月26日現在の株主に対し、所有株式 １株を４株に分

割いたしました。第７期における１株当たり当期純利益金額は、期首に分割がなされたものとして計算しております。 

11．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除き、グループ外からの出向者を含むほか、常用パー

トを含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含み、常用パートは除く）は、年間の平

均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

  



２【沿革】 

（注）当社は、平成19年９月に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。 

  

 

年月 事項

平成12年４月 インターネット上での知恵の交換サイトの開発・運営、企業向けナレッジマネジメントシステ

ムの開発及びコンサルティングの提供を目的として、資本金1,050万円で東京都世田谷区に

「株式会社リアルコミュニケーションズ」を設立 

平成12年５月 インターネット上での個人間（CtoC）の知恵の交換サイト「Kスクエア」オープン 

平成12年８月 本店を東京都千代田区に移転 

平成12年10月 企業向けナレッジマネジメントソリューション「KnowledgeMarket」を開発、販売開始 

平成13年２月 社名を現在の「リアルコム株式会社」に変更 

平成16年４月 Notes/Dominoと提携した「HAKONE for Notes」を開発、販売開始 

  企業向け事業に資源を集中するため、「Kスクエア」サイト終了 

平成16年８月 Lotus Notesの文書アクセスログを取得する「Notes Watcher」を開発、販売開始 

平成17年２月 本店を東京都台東区（現本店所在地）に移転 

平成18年２月 米国での販売・サポート及び次世代製品の企画開発を目的として米国子会社「REALCOM 

TECHNOLOGY,INC.」を設立 

平成19年３月 Notes/Dominoユーザー向け「Google Notes検索ソリューション」の提供のため、米国Google社

と提携し「GSA Extender for Notes」を開発、販売開始 

平成19年５月 Software Innovation Laboratory（SIL）を設立、シリコンバレーでR&D型インキュベーション

事業を開始 

平成19年６月 企業、個人向けRSS情報収集サービス「SocialFeed」を開始 

平成19年６月 ファイルサーバーの機能向上を実現する「FileServer intelligent」を開発、販売開始 



３【事業の内容】 

当社グループは、全社情報共有基盤管理（エンタープライズコンテンツマネジメント：ECM）を「エンタープライズ2.0」アプ

ローチで実現するためのソフトウェアの開発販売、システムインテグレーション、ビジネスコンサルティングの提供を行ってお

ります。 

  

ECMとは、社内外の情報共有を個別独立のシステムで実現するのではなく、統合された基盤の上で実現することを指します。企

業はECMを活用することで、社内外に散在する情報・ナレッジを効率的に共有するとともに、内部統制、個人情報保護といったコ

ンプライアンスの向上を実現することができます。 

大多数の大企業において業務系システムの統合基盤であるERP(*1)の構築が一応の完成を見たこと、またJ-SOX法対応や内部統

制強化が求められていることから、ERP構築後の重要課題として情報系システムの統合、すなわちECMを検討、実行していると当

社では認識しております。 

  

一方、「エンタープライズ2.0」アプローチとは、Google、Amazonやブログ・SNS（*2）に代表される「Web2.0」が持つ「人中

心」のコンセプトを企業に取り込み、企業情報システムを「データ中心」から「人中心」に変革する考え方です。 

これまでのECMでは、データの蓄積、保管、管理に力点を置く「データ中心」の考え方が主流であり、データの量が膨大になる

につれて、情報量が人間の処理能力を超えてしまい効果的に活用されないという問題が発生していました。当社は「人中心」の

考え方に基づき、データを作成、活用する「人」に視点を置き、活用する「人」に合わせて最適な情報を提供するだけでなく、

データの裏側にある人と人とのコミュニケーションを触発し、ユーザーが新たな情報、ナレッジを作成し、進化させていくこと

を支援します。こうしたアプローチを取ることで、これまでのECMを超えた、より効率的、効果的な情報・ナレッジの共有を実現

します。 

  

当社グループのECM事業は、(1) ソフトウェアライセンス、(2)システムインテグレーション、(3)ビジネスコンサルティング、

(4)運用保守、(5)その他、に分類されます。 

  

(1）ソフトウェアライセンス 

■概要 

当社グループは、ECMを実現するための各種ソフトウェア、①「REALCOM KnowledgeMarket EnterpriseSuite」②「REALCOM 

HAKONE for Notes」③「REALCOM Notes Watcher」④「REALCOM GSA Extender for Notes」⑤「REALCOM FileServer 

intelligent」の開発及び販売を行っております。販売につきましては、当社による直接販売に加え、大手システムインテグレー

ターやソフトウェアベンダー、商社などの提携先を経由した間接販売も行っております。 

  

■ECMの全体像と各製品の位置付け 

ECMは一般的に、アプリケーション層、表示層で構成されます。アプリケーション層には、コンテンツマネジメント、ナレッジ

マネジメント、グループウェア/Lotus Notes(*3)、メール等の様々なアプリケーションがばらばらに存在します。これらの様々

なアプリケーションを統合的に表示・検索するために、表示層にはポータル（情報の入り口）や検索の仕組みが必要となりま

す。 

  

 



ECMの全体像と当社の製品領域 

  

 

  

当社グループはこのECMの分野において、上述のエンタープライズ2.0のコンセプトを取り入れたソフトウェア製品群を提供し

ております。 

GoogleやAmazonなどのWeb2.0企業は、ユーザーの活動履歴（アクティビティログ）、コンテンツの背景情報（メタデータ）、

ユーザー属性（アイデンティティ）の３つのデータを抽出し、人を軸にサイトでの情報を整理、提供しております。 

当社グループはこの考え方を企業に適用し、この３つのデータを統合的に管理するミドルウェア層の仕組み「コンテンツ統合

ミドルウェア：Aurora Platform」を開発しております。Aurora Platformにより、個別のシステムに分散して存在するコンテン

ツをあたかも１つのシステム内にあるかのように扱うことができます。全ての当社製品はこのAurora Platformをベースに開発さ

れています。 

  

当社グループの各製品の位置付けは以下になります。 

  

当社製品群の位置付け 

 

  

 



  

(2）システムインテグレーション（カスタマイズ開発・導入等） 

当社製品をユーザー企業に導入する際に必要となるシステムのカスタマイズ、導入後のシステム改善を、実際の開発及び全体

のプロジェクトマネジメントを含め包括的に行います。当社が直接システムインテグレーションを手がける一方、大規模プロ

ジェクトや多数の顧客への迅速な導入を実現するため、他のSIベンダーと積極的に協業しております。 

当社グループが直接システムインテグレーションを行う理由は三つあります。一つ目は導入を通じて顧客から得たノウハウを

新規製品開発に繋げるため、二つ目はパートナーであるSIベンダーが効率よくシステムインテグレーションができるように製品

導入時の問題・課題を把握し、事前に解決しておくため、三つ目は直接顧客と接することで顧客のシステム環境及びシステム要

求の変遷を正確に把握するためです。 

  

(3）ビジネスコンサルティング（ECM戦略立案支援、ECM導入支援、ECM定着支援等） 

当社グループでは、当社製品を導入するに当たり、それが「使われない、役に立たないシステム」ではなく、「使われる、経

営課題を解決するシステム」となるよう、製品導入前、導入時、稼動後それぞれのステージにおいてビジネスコンサルティング

を提供し、顧客企業の情報投資に対するROIを最大化しております。 

当社グループは、情報共有・ナレッジマネジメント、ポータル、Notes再活性化、コンプライアンス対応、エンタープライズ検

索などECMの各領域において豊富な経験と実績を有しており、100社を超える顧客企業でのプロジェクトの中で培われた「受け手

主導」「量から質へ」「情報品質の見える化」「効果の定量化」といったアプローチを通じ、支援を提供しております。 

  

コンサルティングの提供に当たっては、１.検討フェーズ、２.導入フェーズ、３.定着フェーズの全フェーズをカバーするワン

ストップサービスを提供しております。 

  

１.検討フェーズ 

当フェーズでは、製品検討、システム検討の前段階として、IT投資を通じてどのような経営課題を解決するのかを検討する

「①ECM戦略立案コンサルティング」を提供し、ECM導入の目的の定義、現状測定、あるべき姿と解決策の策定を支援します。 

２.導入フェーズ 

製品導入、システム構築と同時に行う当フェーズでは、「②ECM導入コンサルティング」を提供し、業務プロセスの設計、運用

組織体制の構築、既存システムからの移行、ユーザー教育・システム活用支援、そして導入後のレビューまでを行い、「ユー

ザーに使われる」ための仕組み作りとその立ち上げを支援します。 

３.定着フェーズ 

ECM稼動後の定着フェーズでは、「③ECM定着支援アウトソーシング」を提供し、「システム活用が業務プロセスに組み込まれ

継続的に使われる」状態を確実にするための様々な支援を提供しております。 

  

製品名 概要 特徴 

①KnowledgeMarket 

Enterprise Suite 

ナレッジマネジメント、コラボレ

ーション、文書管理機能をエンタ

ープライズ2.0のアプローチで取

りまとめたスイート（機能統合）

製品 

社内外の様々な情報をエンタープライズ2.0の考え

方である「利用者視点」で集約しポータル画面（従

業員の情報への入り口）に表示したり、社内の様々

なコミュニケーションをその発信者別に集約し

Know-Whoデータベース（誰が何を知っているかを蓄

積した従業員データベース）を自動的に構築するこ

とができる。 

②HAKONE for Notes Notesの情報資産を最適活用する

ためのNotesポータル化製品 

複数のデータベースに散在しがちなNotesのコンテ

ンツを「利用者視点」で一元化したNotesポータル

を構築し、利用者のコンテンツ活用を促進できる。 

③Notes Watcher Notes上の詳細活動ログを取得す

る製品 

Notes単体では取得できない個人単位・文書単位の

詳細活動ログを取得し、コンプライアンス対応や情

報資産棚卸に活用できる。 

④GSA Extender 

for Notes 

Google社の検索エンジン、Google

検索アプライアンス（GSA）で

Notesを検索するための製品 

GSAと当製品を組み合わせて使うことにより、ユー

ザーはNotesサーバーに負荷をかけずに安全かつ高

速にNotesのコンテンツを検索することができる。 

⑤FileServer 

intelligent 

ファイルサーバーでのファイル管

理を高度化する製品 

ファイルサーバー単体では取得できない詳細活動ロ

グとメタデータ（背景情報）を取得し、コンプライ

アンス対応やアーカイブコスト低下に活用できる。 



ビジネスコンサルティングメニュー 

  

 
  

  

(4）運用保守 

当社製品を顧客企業に納品、導入後、その保守及び使用方法の照会に対する回答、トラブル時の対応等を行っております。 

  

 

サービス名 概要 特徴 

①ECM戦略立案コンサルティ

ング 

  

システム導入決定以前のステ

ージにおいて、ITではなくビ

ジネスの視点からECM導入の

是非を検討するコンサルティ

ング 

  

企業情報基盤の現状をシステム面・業務面の両面

から調査・分析し、「あるべき姿」とそこへ向け

た移行ステップ及びROI（投資対効果）を提示す

る。テーマ例として以下がある。 

●ナレッジマネジメント（KM） ROIコンサルティ

ング 

●ポータルROIコンサルティング 

●Notes再活性化コンサルティング情報管理レベル

診断コンサルティング 

●エンタープライズ検索ROIコンサルティング 

②ECM導入コンサルティング 

  

システム導入ステージにおけ

るシステム、ビジネス両面か

らの導入支援を行うコンサル

ティング 

  

ECMを実際に業務プロセスに組み込み、活用が定着

して成果が出るまでをハンズオン（手取り足取

り）で支援する。テーマ例として以下がある。 

●KM導入コンサルティング 

●ポータル構築コンサルティング 

●Notes資産棚卸コンサルティング 

●コンプライアンス対応コンサルティング 

●エンタープライズ検索導入コンサルティング 

③ECM定着支援アウトソーシ

ング 

  

  

  

  

  

  

  

システム稼動後、エンドユー

ザーの利用促進、定着を支援

するサービス 

  

システム活用の定着に必要となるECM運用事務局の

業務を、個別ニーズに応じて柔軟かつ安価にアウ

トソーシングが可能。テーマ例として以下があ

る。 

●事務局支援サービス 

●ナレッジ吸い上げ・体系化サービス 

●ナレッジコーディネータートレーニング 

●クリエイティブ（普及促進ツール）作成支援サ

ービス 



(5）その他 

前述の製品、サービスを提供する際に必要な他社のハードウエア、ソフトウェア（検索エンジン、データベース等）の製品の

仕入販売を行っております。 

また、一般消費者、中堅中小企業、大企業の部門を対象にした、広告、SaaS（Software as a Service）(*4)モデルの情報配信

サービス事業（サービス名：SocialFeed）を行っております。 

さらに、優秀なエンジニアの獲得、新規技術の獲得及び将来の新規事業の芽を育てるためのインキュベーション事業、

「Software Innovation Laboratory（SIL）」の展開を米国子会社、REALCOM TECHNOLOGY, INC.にて行っております。 

  

［注記事項］ 

  

(*1) ERP：Enterprise Resource Planningは、会計、受発注、生産管理など企業のオペレーション、プロダクションに関する多くの

ビジネスプラクティスを統合化、自動化するための経営情報システムである。日本語では経営資源管理などとも訳される。 

(*2) ブログ・SNS：どちらも主にインターネット上で個人が日記や論評などプライベートな情報発信するために利用されるサービス

で、SNSにはユーザー同士を引き合わせる仕掛けが備わっていることが多い。近年企業向けにも展開され始めている。 

(*3) Lotus Notes：90年代にグループウェアの事実上の標準として全世界に浸透した情報共有基盤アプリケーションであり、メール

やカレンダー、掲示板、ワークフローなどの機能が備わっている。製造元のLotus社を1995年にIBMが買収し、現在はIBMの１ソ

フトウェアブランドとして展開している。 

(*4) SaaS：Software as a Serviceとは、ソフトウェア機能を製品として販売するのではなく、インターネットを通じサービスとし

て提供する事業モデルを指す。ユーザーはライセンスを買い取る必要はなく、利用料金を期間（毎月、半年など）に応じて支

払う。 

  

［企業集団の事業系統図］ 

  

 

  

  ※ 当社グループは、エンドユーザーへ直接ソフトウェアやその他のサービスを提供する他、大手システムベンダーと積極的に

協働し、システムベンダー経由でも製品やサービスの提供を行っております。 

  



４【関係会社の状況】 

 連結子会社は次のとおりであります。 

（注）１．特定子会社に該当する関係会社はありません。 

２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

  

  

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主要な事業の内容
議決権の所有割合

（%） 
関係内容 

REALCOM 
TECHNOLOGY, INC. 

米国 
カリフォルニア州 

47,164 
ソフトウェアの開発、
販売 

100.0 役員の兼任１名



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

（注）１．当社グループは事業の種類別セグメント情報を記載しておらず、また、複数の事業部門等がありませんので、連結会社に

おける従業員数の合計を全社（共通）として記載しております。 

２．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除き、グループ外からの出向者を含むほか、常用パー

トを含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含み、常用パートは除く）は、年間の平

均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含む）であ

り、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含み、常用パートは除く）は、年間の平均人員を（ ）

外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

  平成19年６月30日現在 

事業の種類別セグメントの名称 

全社（共通） 60（７） 

合計 60（７） 

  平成19年６月30日現在 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

60（７） 34.6 2.7 6,452,216 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内総生産（実質GDP）はゆるやかな伸びを見せているものの、消費者物価指数（生

鮮食品除く総合CPI）では２月以降は継続して前年同月比で0.1％～0.3％の下落となっており、潜在成長率を上回る経済成長が

実現しているとは言い難い状況にあります。一方で、米国の住宅金融市場における「サブプライムローン（非優良顧客向け住

宅ローン）」の破綻急増が表面化し、これが証券化された債務担保証券（CDO）市場や不動産担保証券（MBS）市場の混乱をき

たしております。このような経済情勢の下で、日本銀行は平成18年７月、平成19年２月と２度の金利引上げを実施し、さらな

る金融引締めが懸念されております。 

情報サービス産業においては、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査によれば、平成18年度の売上高合計は前期比

3.8％増であり、そのうちシステムインテグレーション（SI）を含む受注ソフトウェアは3.5％増、ソフトウェアプロダクトは

17.7％増（ゲームソフト41.9％増）となりました。これは、金融機関を中心とした大手企業のIT投資拡大と、新型ゲーム機の

発売を受けた結果と見られております。 

このような経済状況下、当社グループは、全社情報共有基盤管理（エンタープライズコンテンツマネジメント：ECM）をエン

タープライズ2.0アプローチで実現させるためのソフトウェアの開発販売、システムインテグレーション、コンサルティングの

提供など、トータルなソリューションを顧客に対して提供しております。 

一方で、対象業界別のマーケティング・営業活動をより強化すると同時に、当社と同様の精神を持ち、かつ顧客企業との太

いパイプを持つ大手情報サービスベンダーとの協働を通じた販路の拡大が実質的な効果を生むようになってまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は1,337,463千円、営業利益は194,691千円、経常利益は195,525千円、当期純利益は

108,325千円となりました。なお、当連結会計年度より連結財務諸表の作成を行っているため、対前年同期比については、記載

をしておりません。 

  

製品・サービス別の業績は以下のとおりであります。 

１．ソフトウェアライセンス 

主力製品である「KnowledgeMarket EnterpriseSuite」及び「HAKONE for Notes」に関して、大手金融機関、情報サービス企

業、製薬会社等への新規導入があったことと、既存顧客からの追加受注により、売上高は545,524千円となりました。 

２．システムインテグレーション 

「KnowledgeMarket」及び「HAKONE」の導入に関わる技術コンサルティングサービスを提供しており、大手システムベンダー

との協業により金融機関向けなどの大規模プロジェクトを推進してきた結果、売上高は442,961千円となりました。 

３．ビジネスコンサルティング 

「KnowledgeMarket」導入に関わるコンサルティングに加え、「情報共有ROIコンサルティング」「企業情報ポータル構築

サービス」「情報資産棚卸ソリューション」など顧客企業の経営課題を真に解決するコンサルティングサービスを提供し、

「KnowledgeMarket」導入との相乗効果によりトータルソリューションとして顧客企業に訴求したことで、売上高が136,174千

円となりました。 

４．運用保守 

新規顧客の獲得に加え、より高いレベルのサービスを通じた既存顧客の維持に努めた結果、売上高が180,331千円となりまし

た。 

５．その他 

他社製品売上高が、32,472千円となりました。 

  

 



(2）キャッシュ・フロー 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、500,356千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は561,990千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が186,034千円、ソフト

ウェア償却費175,595千円、売上債権の減少116,023千円等があったことによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は435,234千円となりました。これは主に、定期預金の預入174,652千円、無形固定資産の取得

227,511千円によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は4,918千円となりました。これは主に、増資により2,377千円、長期借入金の借入により

40,000千円を調達した一方で、長期借入金47,296千円を返済した結果であります。 

  

なお、当連結会計年度より連結財務諸表の作成を行っているため、対前年同期比については、記載をしておりません。 

  

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

当社グループは開発を終了し製品化したソフトウェアの販売を行っており、受注から売上までの期間が短いため、生産実績は

販売実績とほぼ一致しております。従いまして、生産実績に関しては販売実績の欄をご参照ください。なお、当連結会計年度よ

り連結財務諸表の作成を行っているため対前年同期比については、記載をしておりません。 

  

(2）受注状況 

当連結会計年度の受注状況を製品・サービス別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

当連結会計年度の販売実績を製品・サービス別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度における主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

 

区分 

当連結会計年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

受注高 
（千円） 

受注残高
（千円） 

ソフトウェアライセンス 547,733 4,170

システムインテグレーション 331,174 36,754

ビジネスコンサルティング 157,439 23,628

運用保守 244,531 174,922

その他 33,838 1,366

合計 1,314,715 240,841

区分 

当連結会計年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

金額（千円）

ソフトウェアライセンス 545,524

システムインテグレーション 442,961

ビジネスコンサルティング 136,174

運用保守 180,331

その他 32,472

合計 1,337,463

相手先 

当連結会計年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

金額（千円） 割合（％）

日本アイ・ビー・エム(株)  345,122 25.4

(株)CSKホールディングス 123,020 9.1



３【対処すべき課題】 

当社グループが顧客とする大企業においては、企業業績の回復と、内部統制に代表される外部環境の要請に後押しされた

「人、情報、ナレッジの全社的統合管理」への投資の拡大があるものと認識しております。同時に、こうした全社統合管理を実

現するECM市場においては、期待される事業機会の大きさから競争の激化も予想されます。 

このような状況の下、当社グループは主力製品の「KnowledgeMarket EnterpriseSuite」及び「HAKONE for Notes」への継続的

な投資を通じた安定的な事業成長とともに、新規投入した「GSA Extender for Notes」及び「FileServer intelligent」の積極

的機能強化による一層の成長力向上を図ってまいります。 

こうした事業発展を実現するために当社グループが対処すべき課題は以下のとおりです。 

  

(1）技術力、製品力の向上 

競争が激化しつつあるECM市場において事業機会を確実に成長につなげるためには、技術面、製品面で一層の差別化が要求され

ます。今後、これまで以上に日本、米国における研究開発を強化し、顧客への導入やコンサルティングを通じて得たノウハウを

効果的に製品に反映することで技術的優位性の強化、製品力及び品質の向上を実現してまいります。 

  

(2）営業力の強化 

ECM市場において一層の市場浸透を実現するために、顧客との強いパイプを持ち提案力に長けた情報サービスベンダーとの提携

を強化拡大するとともに、当社グループの営業人員の採用促進、社内研修体制の整備及び効果的OJTを通じてより強い営業体制を

構築してまいります。 

  

(3）顧客に対するサポートの強化 

顧客に対する継続的なサポートは、ビジネスの安定性の面からも、他社からの参入障壁を高める上でも重要であると認識して

おります。多様な顧客ニーズに応えつつさらなる品質向上を図るためには、サポートインフラの継続的な整備が必要であると考

えております。当社グループといたしましては、顧客満足度及びリピート率の向上に資するよう、積極的にサポート力強化を推

進してまいります。 

  

(4）コンサルティングサービスの提供能力向上 

一般的にコンサルティングは、そのノウハウが個人に蓄積し、よって品質レベルがコンサルタントによってばらつきが出てし

まう属人的特性があります。さらに、高いサービスレベルを実現するための有能な人材の採用確保の困難さが成長の足かせとな

る傾向があります。当社グループにおいては、コンサルティングノウハウの共有、プロセスの標準化を通じて、組織としてのコ

ンサルティング品質の向上、人材育成の効率化を行い、事業の成長スピードに負けないサービス提供能力の向上を実現してまい

ります。 

  

(5）事業の海外展開 

ECM市場での主要企業のほとんどがグローバルに活動を行っている企業であり、これら企業と伍していくためにはグローバルで

の事業運営は競合上必要な要件であると考えております。同時に、米国やアジア、欧州へ進出することによって、大きな成長機

会が期待されます。当社グループは、こうした機会を確実に取り込むべく、米国子会社REALCOM TECHNOLOGY, INC.の体制の強

化、IBM、Google、EMCといったグローバルパートナーの基盤の最大限活用を通じて、リスクを低減しながらも海外への展開を積

極的に推進していく方針であります。 

  

(6）優秀な人材の確保 

当社グループの事業の拡大において、優秀な人材の確保は不可欠であり、またそのような人材の定着が重要であります。その

ため、貢献度の高い人材にとって魅力のある会社作り（インセンティブプランの充実、研修制度の充実等）を行うと同時に、OJT

による教育にも力を入れてまいります。 

  

(7）知的財産権管理の強化 

当社グループの競争力の源泉となる製品技術等の知的財産権を保護し、競合他社との差別化を図るため、知的財産権の管理の

強化を行ってまいります。 

 



(8）認知度の向上、ブランドの確立 

当社グループが市場での浸透度を高めていくためには、一層の認知度の向上、信頼感の醸成が必要となってまいります。顧客

に「市場のリーダー」と信頼していただけるよう、製品・サービスのたゆまぬレベルアップ、既存顧客の満足度の向上、パブリ

シティ強化を通じ当社ブランドの確立及び普及に努めてまいります 

  

 



４【事業等のリスク】 

当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる事項及びその

他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を以下に記載しております。 

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります

が、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項も併せて、慎重に検討した上で行われる必要がある

と考えております。 

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本書提出日現在において当社グループが独自に判断し

たものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。また、以下の記載は、当社の株式への投

資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんのでご留意ください。 

  

(1）当社の経営成績について 

①最近の経営成績の推移について 

当社の各事業年度における経営成績の推移については以下のとおりであります。 

  

単体経営成績の推移                                    （単位：千円） 

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

２．金額には消費税等を含んでおりません。 

３．上記期間中、第６期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査を霞が関監査法人より受けて

おりますが、第３期から第５期につきましては、当該監査を受けておりません。 

  

連結経営成績の推移                                    （単位：千円） 

（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

２．金額には消費税等を含んでおりません。 

３．当社は第８期より連結財務諸表を作成しております。 

  

平成14年６月期（単体） 

第３期におきまして当社は「KnowledgeMarket」をさらに強化した「KnowledgeMarket Ver.2.0」をリリースいたしました。

全社を挙げた積極的営業活動が功を奏し、306,059千円の売上高を計上することができました。 

利益面では、製品の開発費、人件費等の初期投資を多額に要したことから、前期より改善したものの、経常損失は140,218千

円となり、繰延税金資産を取り崩した結果、当期純損失は207,314千円となりました。 

平成15年６月期（単体）： 

第４期におきまして当社は「KnowledgeMarket Ver.2.0」をさらに強化した「KnowledgeMarket Ver.2.2」をリリースいたし

ました。また、全社を挙げた積極的営業活動が功を奏し、422,885千円の売上高を計上することができました。 

利益面では、製品の開発に積極的な先行投資を行った結果、経常損失は2,078千円となり、また、特別損失として旧製品資産

の過年度一括償却を行い、当期純損失は26,510千円となりました。 

平成16年６月期（単体）： 

第５期におきまして当社は「ナレッジマネジメントを通じた企業変革」に高い意識を持つ大手企業から高い評価を得、既存

顧客からのリピート売上に加え、業界トップ企業からの新規採用を獲得するに至りました。 

この結果、当期の売上高は447,617千円、経常利益は12,623千円、当期純利益は12,246千円と、期間損益が黒字に転じまし

た。 

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

決算年月 平成14年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月 

売上高 306,059 422,885 447,617 735,197 926,841 1,337,463 

経常利益又は 

経常損失（△） 
△140,218 △2,078 12,623 31,933 134,314 202,308 

当期純利益又は 

当期純損失(△) 
△207,314 △26,510 12,246 29,211 188,401 115,219 

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

決算年月 平成14年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月 

売上高 － － － － － 1,337,463 

経常利益 － － － － － 195,525 

当期純利益 － － － － － 108,325 



平成17年６月期（単体）： 

第６期におきまして当社は「企業変革、業務変革を目的とした手段としてのナレッジマネジメント」を、システムありき、

製品販売ありきではない、トータルソリューションとして訴求することを行ってまいりました。また、当社と同様の精神を持

ち、かつ顧客企業との太いパイプを持つ大手システムベンダーとの協働を通じた販路の拡大に努めてまいりました。 

この結果、当期の売上高は735,197千円、経常利益は31,933千円、当期純利益は29,211千円となりました。 

平成18年６月期（単体）： 

第７期におきましては、販売パートナーである大手システムベンダーとの協働が奏功し、大手金融機関を中心とした大口案

件の獲得に成功いたしました。 

この結果、当期の売上高は926,841千円、経常利益は134,314千円となりました。また当期より繰延税金資産の計上を開始し

たことにより、当期純利益は188,401千円となりました。 

平成19年６月期（連結）： 

第８期におきましては、第７期にソフトウェアライセンスを販売した顧客へのシステム構築案件の他、新たに大手金融機関

へのライセンス導入が進むなど、主力製品の販売が好調だったことに伴い、システムインテグレーション、ビジネスコンサル

ティング、運用保守いずれも順調な伸びを示しました。 

この結果、当期の売上高は1,337,463千円、経常利益は195,525千円、当期純利益は108,325千円となりました。 

  

②業歴が浅いことについて 

当社は平成12年４月の設立以降、事業拡大のため継続して多額の投資を行ってきており、第４期（平成15年６月期）までは

経常損失及び当期純損失を計上しておりましたが、第５期（平成16年６月期）から利益を計上しております。しかしながら、

当社は未だ業歴が浅く、将来において当社グループが継続的に利益を計上できるとは限らないことから、当社の過年度の財政

状態及び経営成績については、今後の当社グループの財政状態及び経営成績の見通しを推測する判断材料としては不十分であ

る可能性があります。 

  

③経営成績の季節偏重について 

当社の収益は、売上計上が下期（１月から６月）に偏る傾向にあります。例えば第８期中間連結会計期間の売上高は、

478,111千円、第８期事業年度の売上高は1,337,463千円となっております。その主な理由としては、当社の第３四半期（１月

から３月）は主たる顧客である大手企業に多く見られる３月期決算前の予算消化が行われることから、当該時期に顧客への納

品及び検収が集中するためであります。また、第４四半期は、大手顧客企業の新年度予算の執行が４月から行われることが多

いため、当該新規予算枠による当社製品の購入を促進するため積極的な営業活動を行った結果として、当該時期に顧客への納

品及び検収が集中するためであります。 

当社グループとしては今後、営業・マーケティング活動を前倒しで行い、また、製品ラインを増やし、パートナー網の一層

の活用により売上計上時期の偏りを解消するよう努めていく方針でありますが、この傾向は今後しばらくは続く可能性が高

く、予算策定上、上半期の利益水準が低くなると予測しております。 

  

(2）当社の事業について 

①今後の事業展開について 

当社グループは、中期戦略において、既存市場での継続的な事業成長及び新サービスの投入を通じた事業成長力の強化を企

図しております。 

既存市場での継続的な事業成長として、以下２つの軸で事業拡大を考えております。 

第一の軸として、現在の既存の主力製品である「KnowledgeMarket」及び「HAKONE for Notes」を継続強化し、市場浸透度の

更なる向上を目指します。 

第二の軸は、既存市場であるECM市場での新製品の強化です。Google社の支援を受けて開発した、検索エンジンを企業内に導

入する際に必要となる「GSA Extender for Notes」、ファイルサーバーのセキュリティ向上、棚卸機能を実現する

「FileServer intelligent」の販売を強化いたします。 

また、新サービスとして、企業のみならず個人ユーザーまで対象とした広告ビジネスモデルをも睨んだ情報共有サービス

「SocialFeed」、米国シリコンバレーにおけるR&D型インキュベーション事業「Software Innovation Laboratory（SIL）」の

展開等を行ってまいります。 

以上、今後の事業展開に関しましては、事業計画を十分に検討した上で実行の判断を行うこととしておりますが、事業計画

立案時には予期できない事情などにより、新規展開を行った事業が当社の期待どおりに成長する保証はありません。従いまし

て、そのような場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ②主力製品への依存について 

当社グループは、現段階では「KnowledgeMarket」及び「HAKONE for Notes」がライセンス売上の大半を占めております。そ



れらの製品以外に３つの製品を市場に投入しており、「KnowledgeMarket」及び「HAKONE for Notes」への依存を軽減してい

く方針としております。しかしながら、その他製品の市場での販売が当社の計画どおり進まず、かつ「KnowledgeMarket」が市

場における競争力を維持することができない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ③システムトラブル発生の可能性について 

当社グループは、製品開発並びに営業活動におきまして、コンピューターシステム及びそのネットワークに多くを依存して

おります。そのため、セキュリティの強化をはじめ、データのバックアップ体制の構築、データ量やアクセス数増加に応じた

ハードウェアの増強等、システムトラブル対策を講じております。しかしながら、これらの対策にも関わらず、人為的過誤、

自然災害等によりシステムトラブルが発生した場合には、当社グループに直接損害が生じる他、当社グループが提供するサー

ビスの低下を招く等の影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ④競合について 

当社グループが行うECM（エンタープライズコンテンツマネジメント）に関する一連のソリューション市場は、ナレッジマネ

ジメント統合ツール、EIP（企業情報ポータル）、検索エンジン、グループウェア、文書管理、ブログ・SNS、コンテンツマネ

ジメント等の分野に分類され、ソフトウェアベンダーやシステムインテグレーター、コンサルティング会社など様々な分野の

競合相手が存在しております。このような環境の中で、当社グループといたしましては、「人中心」のコンセプトに加え、ECM

に関するニーズの把握、戦略目標の明確化からシステム要件定義・導入、さらには運用定着までのソリューションをワンス

トップにて提供できる体制を整備することにより、他社と差別化しております。しかしながら、当該分野が成長市場であるこ

と及び大きな参入障壁がないことから、今後、他社の新規参入により競合が激化する可能性があります。 

競合先の営業方針、価格設定、及び提供するサービス・製商品等は、当社が属する市場に影響を与える可能性があり、これ

らの競合先に対して効果的な差別化を行うことができず、当社が想定している事業展開が図れない場合には、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤製品開発・販売を核にした事業モデルについて 

当社グループの事業は、ソフトウェアの自社開発・販売を核に、導入に関わるコンサルティングやお客様のカスタマイズな

ど、ソリューションをワンストップで提供できる点を売りにしているものの、その核となるのは自社製品の開発・販売です。

従いまして、競争環境、顧客ニーズの変化などに対応できず、当社製品が市場競争力を喪失した場合、コンサルティング、シ

ステムインテグレーション他サービスの競争力も同様に失われ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 



⑥知的財産権について 

当社グループでは、新規性があると認められる可能性のある技術については、積極的に特許を取得し、競争力の向上を目指

す方針であり、現在実際に申請中のものが５件あります。 

一方で、第三者の知的財産権を侵害することのないように当社及び外部への委託等により調査を行っております。しかしな

がら、これらの調査が十分かつ妥当であるという保証はありません。万一、当社グループが第三者の知的財産権を侵害した場

合には、当該第三者から損害賠償請求や使用差止請求等の訴えを起こされる可能性があり、これらに対する対価の支払等が発

生する可能性があります。また、当社グループが所有する知的財産権に関しても第三者に侵害される可能性があります。こう

した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ⑦開発業務、システムインテグレーション業務の他社への依存について 

当社グループは、ソフトウェアの開発業務、システムインテグレーション業務の一部を特定の第三者に委託しております。

業務委託先のサービス内容の維持に関しては、委託業務の進捗管理、品質管理、コスト管理等の業務を徹底することで対応し

ておりますが、管理方法が間接的であるため十分に行えない可能性があります。当社グループでは、既存の業務委託先との関

係強化や当社の要求を満たすことのできる新たな業務委託先の確保に努める所存でありますが、今後現状のような契約関係を

維持できなくなった場合、あるいは委託業務に係る費用が上昇した場合は、当社グループの事業運営や業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

   ⑧営業・マーケティング活動の他社への依存について 

当社グループは、IBM、Google、大塚商会などのパートナー企業からの顧客の紹介並びに共同マーケティングを行うことによ

る製品販売を積極的に行っております。今後、これらのパートナー企業との関係に何らかの変化が生じた場合は、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨個人情報保護について 

当社グループは、自社のサーバーでソフトウェアをサービス形式で提供するSaaS（Software as a Service）事業を行ってお

り、顧客のユーザー登録に際し、氏名、メールアドレス、電話番号等の個人情報の登録を求めております。 

これらの個人情報は、当社のデータベースにて処理・管理しております。こうした個人情報の取扱いに関して、当社グルー

プでは、個人情報の取扱いに係る社内規程の整備、定期的な研修の実施、及びシステムのセキュリティ強化等を推進し、情報

管理の強化とその取扱いに十分な注意を払っております。しかしながら、外部からの不正アクセスや犯罪行為等の不測事態に

より個人情報が外部に漏洩した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

(3）当社の組織体制について 

   ①人材の確保育成について 

当社グループが今後も継続して成長していくためには、優秀な人材を確保し、育成していくことが重要であると考えてお

り、積極的に採用活動を進めております。 

しかしながら、ECM市場の急速な拡大で専門知識や技術を有する人材が恒常的に不足しており、必要な人材の確保・育成が計

画的に進まない場合は、事業推進に制約を受け、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

   ②小規模組織であることについて 

提出日現在における当社組織は、取締役７名、監査役３名、従業員64名と小規模であり、内部管理体制もこの規模に応じた

ものとなっております。今後の方針として、当社は事業環境を勘案しながら積極的に優秀な人材を採用していく方針で、それ

に対応して内部管理体制の一層の充実を図る方針であります。しかしながら、当社が事業展開に必要な人材を適時に確保でき

ない事態が生じた場合、又は現在在職している人材が流出するような場合には、当社グループの事業推進に影響が出る可能性

があるとともに、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

   ③特定人物への依存について 

当社の代表取締役である谷本肇は、当社の経営方針や戦略の決定、主要取引先へのトップセールス、経営管理及び利益計画

の推進等、会社運営の各方面の業務に大きく関与しております。 

現在、当社では谷本肇に過度に依存しないよう、経営体制の整備、人材の育成を行う等リスクの軽減に努めておりますが、

何らかの理由により同氏の当社業務の遂行が困難となった場合、当社グループの事業に大きな影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

(4）その他 



①ストックオプション行使による株式価値の希薄化について 

当社は、役員及び従業員の士気を高めると同時に人材を確保する目的として、旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株

引受権、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権、及び会社法（平成17年法律第86号）第238条２

項、第309条第２項第６号、第361条第１項の規定に基づく新株予約権を役員、従業員及びコンサルタント、アドバイザーへ付

与しております。提出日現在、同新株引受権及び新株予約権の目的たる株式数は1,802株であり、発行済株式総数16,020株の

11.25%に相当しております。また、当社は役員及び従業員の士気を高めると同時に人材を獲得するために、今後もストックオ

プションとして新株予約権の付与を行う可能性があります。 

これらの新株予約権等が権利行使された場合には、新株式が発行され、当社１株当たりの株式価値は希薄化します。さら

に、将来ストックオプションの費用計上を義務付ける会計基準に変更された場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

   ②公募増資資金の使途について 

当社は、公募増資によって調達する予定である資金を、新製品の開発投資、海外展開に向けた投資、及び国内の営業力・サ

ポート力強化のための人員に対する投資等に充当する予定であります。 

具体的な投資決定に当たっては、市場及び顧客ニーズの動向、競合力及び期待されるリターン、リスク要因等を総合的に勘

案し決定しておりますが、当業界の変化は非常に早く、競合他社の参入及び当社にとっての新たな機会、損失の発生、結果と

しての業績変動等も激しくなる可能性があります。従いまして、これら多額の投資が投資家及び当社の期待する効果を上げら

れる保証はなく、かえって当社の経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性もあります。 

  

   ③配当政策について 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しております。しかしながら、現段階においては、当社は成長過程

にあると認識しており、財務体質の強化及び将来の事業展開に備えるため、内部留保の充実を勘案しながら配当政策を決定し

ていく方針であります。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

  

  

６【研究開発活動】 

当社グループでは、ECMに特化したソフトウェアの開発を進めております。現在の研究開発は、コアテクノロジーグループにお

いて推進されており、研究開発スタッフは20名であります。 

当連結会計年度における研究開発成果といたしましては、Lotus Notesの文書・データベース資産の棚卸を行う「Notes 

Watcher Ver.1.1 Solaris版」、またソーシャルネットワーキングシステム用ソフトウェアである「PeerLinks Ver.1.0」等があ

り、当連結会計年度における研究開発費は71,867千円であります。 

  

 

契約の名称 顧客ソリューション契約書 

相手先名称 日本アイ・ビー・エム株式会社 

契約締結日 平成17年５月30日 

契約の主な内容 日本アイ・ビー・エム株式会社がその顧客に対して当社製品及びサービスを提供す

る際に、当社が日本アイ・ビー・エム株式会社に対して協力する契約。 

契約期間 契約締結日から本契約が解約されるまでとする。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

 また、当社の連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して作成しておりま

す。その作成にあたり、会計方針は前事業年度と同一の基準を継続して適用する他、引当金につきましても過去の実績等を勘案

し、合理的に見積りを行っております。 

  

(1）重要な会計方針及び見積り 

当社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財

務諸表の作成においては、経営者による会計上の見積りを行っております。経営者はこれらの見積りについて過去の実績や現状

等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があり

ます。 

当社が連結財務諸表の作成に際して採用している重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 (1）連結財

務諸表 連結財務諸表作成のための重要な事項」に記載しておりますが、特に以下の重要な会計方針が財務諸表の作成における

見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。 

①無形固定資産の減価償却の方法 

販売用ソフトウェアの償却については、見込販売収益に基づく方法をベースに３年以内に償却するよう償却額を算出してお

ります。しかしながら、今後、急速に進歩する技術に対応するため、また、顧客満足度・信頼性の維持及び向上のため、予定

より早く大幅なバージョンアップなどを行う場合は、旧バージョンに係る未償却残高はその時点で一括償却となる可能があり

ます。 

  

(2）当連結会計年度の財政状態の分析 

①資産の状況 

当連結会計年度末における流動資産は953,900千円となりました。現金及び預金705,008千円、売掛金214,868千円が主な内容

です。 

固定資産合計は362,722千円となりました。無形固定資産256,619千円（うち、ソフトウェア228,584千円）が主な内容です。

この結果、当連結会計年度末における資産合計は1,316,623千円となりました。 

  

②負債の状況 

当連結会計年度末における流動負債は316,661千円となりました。前受金101,051千円、未払法人税等87,726千円、買掛金

70,168千円が主な内容です。 

固定負債は30,010千円となりました。 

この結果、当連結会計年度末における負債合計は346,671千円となりました。 

  

③純資産の状況 

当連結会計年度末における純資産合計は969,951千円となりました。そのうち、株主資本が966,879千円となっており、内訳

は資本金510,912千円、利益剰余金293,054千円、資本剰余金162,912千円です。 

  

(2）当連結会計年度の経営成績の分析 

   ①売上高の分析 

当連結会計年度の売上高は、1,337,463千円となりました。 

このうち、ソフトウェアライセンスにおける売上高は545,524千円となりました。これは、主力製品である

「KnowledgeMarket」及び「HAKONE」に関して、大手金融機関、情報サービス企業、製薬会社等への新規導入があったことと、

既存顧客からの追加受注によります。 

また、システムインテグレーションにおいては、上記主力製品の導入に関わる技術コンサルティングサービスを提供してお

ります。大手システムベンダーとの協業により金融機関向けなどの大規模プロジェクトを推進してきた結果、売上高は442,961

千円となりました。 

ビジネスコンサルティングにおいては、上記製品導入と組み合わせてサービスすることにより、トータルソリューションと

して顧客企業に訴求した結果、売上高は136,174千円となりました。 

運用保守は、新規顧客の獲得に加え、より高いレベルのサービスを通じて既存顧客の維持に努めた結果、売上高は180,331千

円となりました。 

  

   ②費用・利益の分析 



売上総利益は、656,182千円となりました。また、販売費及び一般管理費は461,490千円となりました。 

これにより、営業利益は194,691千円、経常利益は195,525千円となりました。投資有価証券評価損を9,491千円計上した結

果、税金等調整前当期純利益は186,034千円となりました。また、法人税、住民税及び事業税等で77,709千円計上した結果、当

期純利益は108,325千円となりました。 

  

(3）当連結会計年度の資本の財源及び資本の流動性についての分析 

「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2）キャッシュ・フロー」に記載しております。 

  



第３【設備の状況】 
  

１【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資については、主としてパソコン、サーバーに対する投資を実施しており、当連結会計年度の設備投

資の総額は、8,611千円であります。 

 なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

  

２【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1）提出会社 

（注）１．建物は賃借中の建物に施した建物附属設備であります。 

２．従業員数の（ ）は、平均臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む）を外書しております。 

   ３．現在休止中の主要な設備はありません。 

   ４．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2）在外子会社 

 該当事項はありません。 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  

    平成19年６月30日現在 

事業所名 
(所在地) 

事業の部門別
の名称 

設備の内容 

帳簿価額

従業員数
（人） 建物

（千円） 
器具及び備品
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 
（東京都台東区） 

― 業務全般 6,033 30,122 36,156 
60

（ ７) 



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注）平成19年９月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より4,312株増加し、58,080

株となっております。 

  

②【発行済株式】 

（注）当社株式は平成19年９月19日付で、東京証券取引所マザーズに上場いたしました。 

  

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 53,768 

計 53,768 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成19年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年９月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 13,442 16,020 非上場 － 

計 13,442 16,020 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

   ①商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成13年法律第129号）第19条第２項の規定によ

り、新株予約権付社債とみなされる新株引受権付社債の新株引受権の内容 

    （第１回無担保新株引受権付社債（平成13年12月20日発行））  

（注）１．社債の部分は全額償還しており、社債と分離された新株引受権を記載しております。 

２．本新株引受権は、提出日の前月末現在すべて権利行使されています。 

  

②旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権 

  （平成13年８月６日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株引受権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の株式数を減じております。 

   ２．新株引受権の行使の条件 

①新株引受権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本証券業協会の店頭売買有価証券登録原簿に登録（以下「店頭登録」

という）され、又は日本国内の証券取引所に上場（以下「上場」という）され、店頭登録の日又は上場の日後６ヶ月間経

過するまでは、新株引受権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する

場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行

われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株引受権を行使できるものとします。 

②新株引受権の割当を受けた者は、新株引受権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員又は取締

役であることを要します。 

③新株引受権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から２年以内に限り、相続人が新株引受権を行使すること

ができるものとします。 

④その他の新株引受権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株引受権割当契約」に定めております。 

３．付与株式数は、当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の１株未満の端

数は切り捨てるものとします。 

    銘柄 
  （発行年月日） 

事業年度末現在
 （平成19年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株引受権の残高 
（千円） 

発行価格 
（円） 

資本組入額
（円） 

新株引受権の残高
（千円） 

発行価格 
（円） 

  
資本組入額

（円） 
  

平成18年12月29日満
期第１回新株引受権
付無担保社債 
（平成13年12月20日
発行） 

  

999 112,500 56,250 － － － 

区分 
事業年度末現在

（平成19年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個）      － － 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
268

（注）１、３ 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
75,000

（注）４ 
同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成15年８月７日
至 平成23年８月６日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  75,000
資本組入額  37,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。 

また、当社が株式分割又は株式併合により時価を下回る払込価格で新株の発行（転換社債又は優先株式の転換、新株引受

権証券による権利行使の場合を含まない）をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる１円

未満の端数は切上げるものとします。 

５．新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。 

６．平成17年８月25日の取締役会決議により、平成17年９月26日付で１株を４株に分割しております。これにより、「新株予

約権の目的となる数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

③旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

    （平成14年９月27日定時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じ

ております。 

   ２．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本証券業協会の店頭売買有価証券登録原簿に登録（以下「店頭登録」

という）され、又は日本国内の証券取引所に上場（以下「上場」という）され、店頭登録の日又は上場の日後６ヶ月間経

過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する

場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行

われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。 

②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締

役、監査役であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると

認めた場合はこの限りではありません。 

③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から２年以内に限り、相続人が新株予約権を行使すること

ができるものとします。 

④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。 

３．付与株式数及び新株予約権の総数 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金 

調整後 

発行価格 
＝ 

調整前 

発行価格 
×

調整前発行価額  

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 

区分 
事業年度末現在

（平成19年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個） 
50

     （注）１ 
同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
200

  （注）１、３ 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
78,750

（注）４ 
同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年９月28日
至 平成24年９月27日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  78,750
資本組入額  39,375 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項    （注）５ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



①付与株式数は、当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の１株未満の端

数は切り捨てるものとします。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

②新株予約権の行使により発行する株式数は１株とし、対象者への配分に関しては取締役会に一任するものとします。ただ

し、上記３．①に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。 

 また、当社が株式分割又は株式併合により時価を下回る払込価格で新株の発行（新株予約権の行使、優先株式の転換、商

法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による

権利行使の場合を含まない）をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は

切上げるものとします。 

５．新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。 

６．平成17年８月25日の取締役会決議により、平成17年９月26日付で１株を４株に分割しております。これにより、「新株予

約権の目的となる数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
×

調整前払込金額  

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



④旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

    （平成14年９月27日定時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じ

ております。 

  ２．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本証券業協会の店頭売買有価証券登録原簿に登録（以下「店頭登録」

という）され、又は日本国内の証券取引所に上場（以下「上場」という）され、店頭登録の日又は上場の日後６ヶ月間経

過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する

場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行

われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。 

②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締

役、監査役であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍その他取締役会が正当な理由があると

認めた場合はこの限りではありません。 

③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から２年以内に限り、相続人が新株予約権を行使すること

ができるものとします。 

④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。 

３．付与株式数及び新株予約権の総数 

①付与株式数は、当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の１株未満の端

数は切り捨てるものとします。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

②新株予約権の行使により発行する株式数は１株とし、対象者への配分に関しては取締役会に一任するものとします。ただ

し、上記３．①に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。 

  また、当社が株式分割又は株式併合により時価を下回る払込価格で新株の発行（新株予約権の行使、優先株式の転換、商

法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による

権利行使の場合を含まない）をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は

切上げるものとします。 

区分 
事業年度末現在

（平成19年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個） 
20

     （注）１ 
同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
80

（注）１、３ 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
78,750

（注）４ 
同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年９月28日
至 平成24年９月27日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  78,750
資本組入額  39,375 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項    （注）５ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後 ＝ 調整前 × 調整前払込金額  



５．新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。 

６．平成17年８月25日の取締役会決議により、平成17年９月26日付で１株を４株に分割しております。これにより、「新株予

約権の目的となる数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

⑤旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

    （平成15年９月26日定時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数減じて

おります。 

   ２．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本証券業協会の店頭売買有価証券登録原簿に登録（以下「店頭登録」

という）され、又は日本国内の証券取引所に上場（以下「上場」という）され、店頭登録の日又は上場の日後６ヶ月間経

過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する

場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行

われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。 

②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締

役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍そ

の他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。 

③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から２年以内に限り、相続人が新株予約権を行使すること

ができるものとします。 

④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。 

３．付与株式数及び新株予約権の総数 

①付与株式数は、当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の１株未満の端

数は切り捨てるものとします。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

②新株予約権の行使により発行する株式数は１株とし、対象者への配分に関しては取締役会に一任するものとします。ただ

し、上記３．①に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。 

払込金額 払込金額 既発行株式数＋新規発行による増加株式数 

区分 
事業年度末現在

（平成19年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個） 
47

 （注）１ 
同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
188

 （注）１、３ 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
78,750

（注）４ 
同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年９月27日
至 平成25年９月26日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  78,750
資本組入額  39,375 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 



  また、新株予約権付与日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等

の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利

行使の場合を含まない）するときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切上げ

るものとします。 

５．新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。 

６．平成17年８月25日の取締役会決議により、平成17年９月26日付で１株を４株に分割しております。これにより、「新株予

約権の目的となる数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

⑥旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

    （平成16年９月24日定時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じて

おります。 

２．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本証券業協会の店頭売買有価証券登録原簿に登録（以下「店頭登録」

という）され、又は日本国内の証券取引所に上場（以下「上場」という）され、店頭登録の日又は上場の日後６ヶ月間経

過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業を譲渡する

場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転が行

われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。 

②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締

役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍そ

の他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。 

③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から２年以内に限り、相続人が新株予約権を行使すること

ができるものとします。 

④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。 

３．当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の１株未満の端数は切り捨てる

ものとする。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。        

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
×

調整前払込金額  

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 

区分 
事業年度末現在

（平成19年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個） 
42

     （注）１ 
同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
168

（注）１、３ 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
112,500

（注）４ 
同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年９月25日
至 平成26年９月24日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  112,500
資本組入額   56,250 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等

の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利

行使の場合を含まない）をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等

の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。 

５．新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。 

６．平成17年８月25日の取締役会決議により、平成17年９月26日付で１株を４株に分割しております。これにより、「新株予

約権の目的となる数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額」が調整されております。 

  

 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込価額 
×

調整前払込金額  

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



⑦旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

    （平成17年９月22日定時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じて

おります。 

２．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場（以下「上場」という）され、店頭登録の

日又は上場の日後６ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実

質的に全ての営業を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株

式交換若しくは株式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。 

②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締

役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍そ

の他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。 

③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から２年以内に限り、相続人が新株予約権を行使すること

ができるものとします。 

④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。 

３．当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の１株未満の端数は切り捨てる

ものとします。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率）      

４．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。 

また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等

の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利

行使の場合を含まない）をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

 

区分 
事業年度末現在

（平成19年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個） 
448

     （注）１ 
同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
448

（注）１、３ 
同左 

（注）１、３ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
112,500
（注）４ 

同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年９月23日
至 平成27年９月22日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  112,500
資本組入額   56,250 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 



その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等

の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。 

５．新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。 

  

⑧旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

    （平成18年１月25日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者はが死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使することができないものとします。 

②当社は、取締役会の定めるところにより、新株予約権発行後、当社が他社に吸収合併される場合又は他社との新設合併を

行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他の調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的た

る株式の数、払込金額、新株予約権の行使期間その他について必要と認められる調整を行い、また権利行使を制限し、未

行使の権利を失効させることができます。 

③１個の新株予約権の一部につき行使することはできないものとします。 

④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。 

２．払込金額の調整を行った場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。 

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。 

また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で当社の普通株式を発行又は処分する場合（新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む）の行使、優先株式の転換、商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）

施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利行使の場合を含まない）、次の算式により払込

金額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。なお、自己株式処分の場合には、次の算

式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己株式数」は、「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替えま

す。 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込価額 
×

調整前払込金額  

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 

区分 
事業年度末現在

（平成19年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個） 
400

（注）５ 
210 

（注）５ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
400

（注）２、５ 
210 

（注）２、５ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
150,000
（注）３ 

同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年２月１日
至 平成28年１月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  150,000
資本組入額   75,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

 調整後株式数 ＝ 
調整前株式数 × １株当たり調整前払込金額 

１株当たり調整後払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 

        既発行株式数・ 

自己株式数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 
＝ 

調整前 
×

調整前払込金額  



４．新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。 

５．上記新株予約権400個のうち、190個については、提出日現在権利行使されています。 

  

⑨会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権 

    （平成18年６月30日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場（以下「上場」という）され、上場の日後

６ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業

を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。 

②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締

役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍そ

の他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。 

③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から２年以内に限り、相続人が新株予約権を行使すること

ができるものとします。 

④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。 

２．当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の１株未満の端数は切り捨てる

ものとします。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。 

また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等

の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利

行使の場合を含まない）をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等

の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。 

払込金額 払込価額 （既発行株式数・自己株式数）＋新規発行株式数 

区分 
事業年度末現在

（平成19年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個） 192 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
192

（注）2 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
150,000
（注）３ 

同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年７月１日
至 平成28年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  150,000
資本組入額   75,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込価額 
×

調整前払込金額  

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



４．新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。 

  

⑩会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権 

    （平成18年６月30日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場（以下「上場」という）され、上場の日後

６ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業

を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。 

②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締

役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍そ

の他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。 

③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から２年以内に限り、相続人が新株予約権を行使すること

ができるものとします。 

④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。 

２．当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の１株未満の端数は切り捨てる

ものとします。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。 

また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等

の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利

行使の場合を含まない）をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等

の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。 

４．新株予約権の譲渡、質入その他の処分を行うことはできません。 

  

区分 
事業年度末現在

（平成19年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個） 30 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
30

（注）２ 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
150,000
（注）３ 

同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成20年７月１日
至 平成28年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  150,000
資本組入額   75,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込価額 
×

調整前払込金額  

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



⑪会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権 

    （平成19年６月19日臨時株主総会決議） 

（注）１．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受けた者は、当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場（以下「上場」という）され、上場の日後

６ヶ月間経過するまでは、新株予約権を一切行使することができないものとします。ただし、当社が実質的に全ての営業

を譲渡する場合、当社を解散会社とする合併が行われる場合、又は当社が第三者の完全子会社となる株式交換若しくは株

式移転が行われる場合には、取締役会が定める一定の期間、新株予約権を行使できるものとします。 

②新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の子会社若しくは関係会社の従業員、取締

役、監査役、コンサルタント又はアドバイザーであることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍そ

の他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。 

③新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その死亡の日から２年以内に限り、相続人が新株予約権を行使すること

ができるものとします。 

④その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めております。 

２．当社が株式分割又は併合を行う場合には、次の算式により調整し、調整により生ずる100分の１株未満の端数は切り捨てる

ものとします。 

（調整後株式数）＝（調整前株式数）×（株式分割・株式併合の比率） 

３．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上

げるものとします。 

また、新株予約権発行日後に、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使、優先株式の転換、商法等

の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた転換社債の転換又は新株引受権証券による権利

行使の場合を含まない）をするときには、次の算式により払込金額は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り

上げるものとします。 

その他、当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事情が生じたときは、合併又は会社分割等

の条件を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。 

４．新株予約権の質入その他の処分を行うことはできません。 

  
  

区分 
事業年度末現在

（平成19年６月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個） 18 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
18

（注）２ 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
350,000
（注）３ 

同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成21年６月20日
至 平成29年６月19日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  350,000
資本組入額  175,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

株式分割・株式併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込価額 
×

調整前払込金額  

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．有償第三者割当増資（A種優先株） 

     発行価額    450,000円 

     資本組入額   225,000円 

主な割当先   Apax Globis Japan Fund, L.P.、IT2000投資事業有限責任組合、オリックス７号投資事業有限責任組
合、投資事業組合オリックス８号、みずほキャピタル第１号投資事業有限責任組合、投資事業有限責
任組合エムエイチシーシーアイティ弐千、三菱UFJキャピタル株式会社、三菱UFJベンチャーファンド
一号投資事業有限責任組合、SMBCキャピタル４号投資事業有限責任組合 

２．資本準備金減少 

     平成17年５月25日開催の臨時株主総会決議により、資本準備金283,000,000円を減少し、全額を未処理損失解消に填補い

たしました。 

３．株式分割 

      平成17年８月25日開催の取締役会決議により、平成17年９月26日最終の株主名簿に記載された株主に対し、所有株式１

株を４株に分割いたしました。 

４．有償第三者割当増資 

      発行価額      112,500円 

     資本組入額     56,250円 

 主な割当先    リアルコム従業員持株会 

５．有償第三者割当増資 

      発行価額      150,000円 

     資本組入額     75,000円 

主な割当先    日本アイ・ビー・エム株式会社 

６．有償第三者割当増資 

      発行価額      150,000円 

     資本組入額     75,000円 

 主な割当先    リアルコム従業員持株会 

年月日 
発行済株式 
総数増減数

（株) 

発行済株式
総数残高
（株） 

資本金
増減額 
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 

（千円） 

平成15年12月23日 
（注）１ 

A種優先株式
630 

普通株式
2,579 

A種優先株式
630 

141,750 472,775 141,750 407,775

平成17年６月26日 
（注）２ 

－ 

普通株式
2,579 

A種優先株式
630 

－ 472,775 △283,000 124,775

平成17年９月26日 
（注）３ 

普通株式
7,737 

A種優先株式
1,890 

普通株式
10,316 

A種優先株式
2,520 

－ 472,775 － 124,775

平成17年10月７日 
（注）４ 

普通株式
390 

普通株式
10,706 

A種優先株式
2,520 

21,937 494,712 21,937 146,712

平成18年２月９日 
（注）５ 

普通株式
200 

普通株式
10,906 

A種優先株式
2,520 

15,000 509,712 15,000 161,712

平成18年７月18日 
（注）６ 

普通株式
16 

普通株式
10,922 

A種優先株式
2,520 

1,200 510,912 1,200 162,912

平成19年６月８日 
（注）７ 

普通株式
  2,520 

普通株式
13,442 

A種優先株式
2,520 

－ 510,912 － 162,912

平成19年６月14日 
（注）８ 

A種優先株式
△2,520 

普通株式
13,442 

－ 510,912 － 162,912



７．A種優先株式全部の普通株式への転換（当社普通株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使） 

平成19年６月８日にA種優先株式の全株につきまして、普通株式への転換請求があり、同日普通株式へ転換いたしまし

た。 

８．自己株式の消却による減少 

９．平成19年７月１日から平成19年８月31日までの間に、新株予約権等の行使により、発行済株式総数が1,078株、資本金及び

資本準備金がそれぞれ64,200千円増加しております。 

10．平成19年９月18日を払込期日とする一般募集による増資により、発行済株式総数が1,500株、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ186,300千円増加しております。 

  

 



(5）【所有者別状況】 

  

(6）【大株主の状況】 

（注）１．(株)CSKホールディングスは、平成19年６月に当社株式を取得し主要株主となっております。 

   ２．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 

          平成19年６月30日現在

区分 

株式の状況
単元未満株
式の状況 

（株） 政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） － １ － 14 １ ― ９ 25 － 

所有株式数
（株） － 240 － 5,480 3,116 ― 4,606 13,442 － 

所有株式数の
割合（%） － 1.79 － 40.77 23.18 ― 34.27 100 － 

    平成19年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

谷本 肇 東京都中央区 3,424 25.47 

Apax Globis Japan Fund, L.P.
（常任代理人 東西総合法律事
務所 弁護士 立石 則文） 

153 East 53rd Street, 53rd Floor, New 
York, NY, USA（東京都千代田区紀尾井町
３-28 アドミラル紀尾井町ビル） 

3,116 23.18 

IT2000投資事業有限責任組合 東京都千代田区丸の内１-２-１ 1,896 14.11 

(株)CSKホールディングス 東京都港区南青山２-26-１ 1,344 10.00 

リアルコム従業員持株会 
東京都台東区柳橋１-４-１ ツイントラス
ビル６F 

406 3.02 

吉田 健一 東京都中央区 400 2.98 

投資事業組合 オリックス６号 東京都港区浜松町２-４-１ 400 2.98 

投資事業組合 オリックス８号 東京都港区浜松町２-４-１ 280 2.08 

NVCC２号投資事業組合 東京都港区赤坂７-１-16 280 2.08 

投資事業有限責任組合KF-インキ
ュベーションファンド 

東京都千代田区有楽町１-２-２ 280 2.08 

計 － 11,826 87.98 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

  

  平成19年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,442 13,442 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 13,442 － － 

総株主の議決権 － 13,442 － 

    平成19年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（%） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ19、ノ20、第280条ノ21の規定及び会

社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものです。当該制度の内容は次のとおりで

あります。 

  

①旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権 

    （平成13年８月６日臨時株主総会決議に基づく平成13年８月21日取締役会決議） 

（注）１．平成17年９月26日付で１株を４株に分割しております。 

２．従業員の退職により、提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役１名、当社従業員９名、

当社元従業員１名に、株式の数は67株（株式分割後268株）になっております。 

 

決議年月日 平成13年８月６日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役 １名 
当社従業員 15名 

（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 118（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －



②旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

     （平成14年９月27日定時株主総会決議に基づく平成14年９月27日取締役会決議） 

（注）１．平成17年９月26日付で１株を４株に分割しております。 

２．従業員の退職により、提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役１名、当社監査役１名、

当社従業員14名に、株式の数は50株（株式分割後200株）になっております。 

  

③旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

    （平成14年９月27日定時株主総会決議に基づく平成15年５月20日取締役会決議） 

（注）１．平成17年９月26日付で１株を４株に分割しております。 

２．取締役及び従業員の異動・退職により、提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役１名、

当社従業員６名に、株式の数は20株（株式分割後80株）になっております。 

 

決議年月日 平成14年９月27日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社取締役 １名 
当社監査役 １名 
当社従業員 23名 

（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 106（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

決議年月日 平成14年９月27日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員 10名（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 24（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －



④旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

 （平成15年９月26日定時株主総会決議に基づく平成15年9月26日取締役会決議） 

（注）１．平成17年９月26日付で１株を４株に分割しております。 

２．取締役及び従業員の異動・退職により、提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役２名、

当社監査役１名、当社従業員11名、社外協力者１名に、株式の数は47株（株式分割後188株）になっております。 

  

 

決議年月日 平成15年９月26日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社取締役 １名 
当社監査役 １名 
当社従業員 17名 
社外協力者 １名 

（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 52（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －



⑤旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

 （平成16年９月24日定時株主総会決議に基づく平成16年10月28日取締役会決議） 

（注）１．平成17年９月26日付で１株を４株に分割しております。 

２．従業員の退職により、提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社監査役１名、当社従業員22名

に、株式の数は42株（株式分割後168株）になっております。 

  

⑥旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

 （平成17年９月22日定時株主総会決議に基づく平成17年12月22日取締役会決議） 

（注） 取締役及び従業員の異動・退職により、提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役３名、当

社監査役１名、当社従業員29名、社外協力者１名に、株式の数は448株になっております。 

 

決議年月日 平成16年９月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社監査役 １名 
当社従業員 34名 

（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 58（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

決議年月日 平成17年９月22日 

付与対象者の区分及び人数（名） 

当社取締役 ２名 
当社監査役 １名 
当社従業員 35名 

当社入社予定者 ２名 
社外協力者 １名 

（注） 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 483（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －



⑦旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

（平成18年１月25日臨時株主総会決議に基づく平成18年１月25日取締役会決議） 

（注） 権利行使により、提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役２名に、株式の数は210株になっ

ております。 

  

⑧会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権 

    （平成18年６月30日臨時株主総会決議に基づく平成18年６月30日取締役会決議） 

 

決議年月日 平成18年１月25日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役 ２名 
社外協力者 １名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 400（注）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

決議年月日 平成18年６月30日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役 ２名 
当社従業員 19名 
社外協力者 １名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －



⑨会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権 

    （平成18年６月30日臨時株主総会決議に基づく平成18年９月13日取締役会決議） 

  

⑩会社法第238条及び第309条の規定に基づく新株予約権 

     （平成19年６月19日臨時株主総会決議に基づく平成19年６月19日取締役会決議） 

  

  

  

決議年月日 平成18年６月30日 

付与対象者の区分及び人数（名） 社外協力者 １名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

決議年月日 平成19年６月19日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員 15名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】  該当事項はありません。 

  

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

 当社は、株主への利益還元につきまして経営の最重要課題の一つとして認識しております。現在のところ企業体質の強化及び

積極的な事業展開に備え内部留保の充実を図る方針であり、配当は行っておりませんが、今後においては、財政状態及び経営成

績を勘案しながら配当の実施を検討していく所存であります。 

 また当社は、配当を実施する場合は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの

剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 内部留保資金につきましては、今後も、当社が成長し続ける上で絶対条件となる優秀な人材の確保、事業基盤強化、サービス

強化の財源等、営業基盤及び財源基盤の向上を図るための有効投資の原資としてまいりたいと考えております。 

 当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりま

す。 

  

４【株価の推移】 

 当社株式は非上場でありましたので、該当事項はありません。 

 なお、当社株式は平成19年９月19日付で、東京証券取引所マザーズに上場いたしました。 

  

  



５【役員の状況】 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式
数（株） 

代表取締役 ＣＥＯ 谷本 肇 昭和39年６月30日生

平成元年４月 日本ブーズ・アレン・アン

ド・ハミルトン入社 

平成６年８月 AZCA, Inc.入社 

平成12年４月 株式会社リアルコミュケー

ションズ（現リアルコム株

式会社）設立 

代表取締役ＣＥＯ（現任） 

平成18年２月 REALCOM TECHNOLOGY, INC. 

ＣＥＯ（現任） 

（注）１ 3,312

取締役 
ＣＭＯ 

(最高マーケテ
ィング責任者) 

吉田 健一 昭和50年６月12日生

平成10年４月 日本ブーズ・アレン・アン

ド・ハミルトン入社 

平成12年６月 当社 取締役ＣＭＯ（現

任） 

（注）１ 320

取締役 
ＣＴＯ 

(最高技術責任
者) 

竹内 克志 昭和35年８月10日生

昭和60年４月 日本ディジタルイクイップ

メント株式会社入社 

平成５年８月 インフォミックスソフトウ

ェア株式会社入社 

平成６年９月 ロータス株式会社入社 

平成13年12月 IBM Corporation入社 

平成15年５月 当社入社、ＣＴＯ 

平成17年５月 当社 取締役ＣＴＯ（現

任） 

（注）１ 40

取締役 
ＣＦＯ 

(最高財務責任
者) 

沖本 普紀 昭和37年６月23日生

昭和61年４月 株式会社富士銀行（現株式

会社みずほ銀行）入行 

平成９年４月 A.T.カーニー株式会社入社 

平成11年４月 ソフトバンク株式会社入社 

平成12年９月 インズウェブ株式会社（現

SBIホールディングス株式会

社）代表取締役社長 

平成13年４月 ソフトバンク・インベスト

メント株式会社（現SBIホー

ルディングス株式会社） 

執行役員 

平成14年８月 ディジットブレーン株式会

社（現SBIホールディングス

株式会社） 

代表取締役副社長 

平成17年２月 トリンプ・インターナショ

ナル・ジャパン株式会社取

締役ＣＦＯ 

平成18年１月 当社入社 

平成18年２月 当社 取締役ＣＦＯ（現

任） 

（注）１ 30

取締役   市瀬 厚 昭和40年５月15日生

昭和61年４月 総合情報開発株式会社入社 

昭和63年10月 カキウチ株式会社入社 

平成２年11月 タイムコンサルタント株式

会社入社 

平成14年５月 当社入社 

平成19年９月 当社 取締役（現任） 

（注）１ －

取締役 
(非常勤) 

― 村井 勝 昭和12年３月29日生

昭和37年９月 IBM Corporation入社 

平成３年７月 コンパック株式会社 

代表取締役社長 

平成10年９月 ジェネラル・アトランティ

ック・パートナーズ 

特別顧問（現任） 

平成15年９月 当社 取締役（現任） 

（注）１ －



  
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式
数（株） 

取締役 
（非常勤） 

― 本荘 修二 昭和39年３月17日生

昭和62年４月 株式会社ボストンコンサル

ティンググループ入社 

平成５年９月 コンピュータ・サイエン

ス・コーポレーション入社 

平成７年７月 株式会社CSK（現株式会社

CSKホールディングス）入社 

平成10年７月 本荘事務所 代表 

平成16年１月 ジェネラルアトランティッ

クLLC 日本代表 

平成19年７月 リーマン・ブラザーズ証券

株式会社入社（現職） 

平成19年９月 当社 取締役（現任） 

（注）１ 56

常勤監査役 ― 若杉 武治 昭和13年10月26日生

昭和37年４月 株式会社第一勧業銀行（現

株式会社みずほ銀行）入行 

平成４年11月 アナログ・デバイセズ株式

会社出向、常務取締役 

平成８年11月 ジャパンシステム株式会社 

取締役管理本部長 

平成11年６月 清和興業株式会社 監査役 

平成17年５月 当社 監査役（現任） 

（注）２ －

監査役 
(非常勤) 

  
― 小宮 一慶 昭和32年12月20日生

昭和56年４月 株式会社東京銀行（現株式

会社三菱東京UFJ銀行）入行 

平成７年11月 株式会社小宮コンサルタン

ツ代表取締役（現任） 

平成13年11月 当社 監査役（現任） 

平成14年６月 株式会社ワオ・コーポレー

ション 取締役（現任） 

平成14年６月 セントケア株式会社（現セ

ントケア・ホールディング

株式会社） 監査役（現

任） 

平成18年８月 株式会社セントスタッフ 

監査役（現任） 

平成18年11月 フェニックスアソシエイツ

株式会社 取締役会長（現

任） 

（注）２ －



（注）１．平成19年９月28日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであり

ます。 

   ２．平成19年６月19日の選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであり

ます。 

３．取締役の村井 勝、本荘 修二は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

   ４．監査役の若杉 武治、小宮 一慶、片岡 敬三は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式
数（株） 

監査役 
(非常勤) 

  
― 片岡 敬三 昭和18年３月24日生

昭和40年４月 日本レイヨン株式会社（現

ユニチカ株式会社）入社 

昭和54年２月 株式会社大信販（現アプラ

ス株式会社）入社 

平成６年３月 有限会社マーキュリー 

代表取締役（現任） 

平成12年７月 株式会社大前・アンド・ア

ソシエーツ 取締役 

平成12年８月 株式会社大前・ビジネス・

ティベロップメンツ 監査

役 

平成12年10月 株式会社有機市場 監査役 

平成13年５月 株式会社大前・ビジネス・

ティベロップメンツ ＣＦ

Ｏ 

平成16年６月 ケンコーコム株式会社 

監査役 

平成17年２月 有限会社カスタネット倶楽

部 取締役（現任） 

平成17年６月 株式会社ホスピタルマネジ

メント研究所 監査役（現

任） 

平成18年１月 当社 監査役（現任） 

平成19年６月 ケンコーコム株式会社 

取締役（現任） 

平成19年６月 日本調剤株式会社 監査役

（現任） 

（注）２ －

        計   3,758



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「プロダクトアウトになりがちなハイテクの世界に真の顧客第一主義を持ち込もう」との企業理念の下、直接の顧客

はもとより株主を始めとする利害関係者の方々に対して社会的責任を全うすることを経営上の最大の目標としております。この

目標達成の手段としてコーポレート・ガバナンスを捉え、経営効率性、社会性の両面を総合的に判断し、迅速に対応できる企業

統治体制を構築してまいりたいと考えております。さらに、株主を始めとする利害関係者の方々に対する経営情報の適時開示

（タイムリー・ディスクロージャー）を通じて、透明性のある健全な経営を行っていく所存であります。 

  

(2）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

当社は、監査役制度採用会社でありコーポレート・ガバナンスの充実のために、株主総会の充実、取締役会や監査役会の一層

の機能強化を図るとともに、積極的かつ継続的なディスクローズ活動・IR活動に取組んでおります。 

  

①当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの概要 

当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの概要は以下のとおりであります。 

 

  

②株主総会 

株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社の所有者である株主に対する貴重な情報提供及び情報交換、権利行使の

場であると認識しております。従いまして、積極的なIR活動とタイムリー・ディスクロージャー精神のもと、株主の権利行使

に適した環境を構築することを目的に、より開かれた株主総会にすべく、その運営方法につきましては工夫を重ねていく所存

であります。 

  

 



③取締役会 

取締役会は、社外取締役２名を含む７名で構成されています。広い見地からの意思決定、業務執行の監督を行っており、毎

月１回定期的に、また必要に応じて随時臨時に開催しております。各事業部の状況や利益計画の進捗を把握するとともに、

コーポレート・ガバナンスの強化にも努めております。なお、取締役会には、監査役３名も出席して、取締役会の業務執行に

ついて監査を行っております。 

  

④監査役会 

当社は監査役制度を採用しており、常勤の社外監査役１名と非常勤の社外監査役２名で構成されております。監査役会は毎

月開催され、各監査役は各事業年度に策定する年間監査計画に従い、取締役会その他重要な会議へ出席する他、業務及び各種

書類や証憑の調査を通じ取締役の職務執行を監査しております。 

また監査役は、内部監査担当部門及び会計監査人と情報交換、意見交換を行うことによって、会計監査及び業務監査等につ

いて総括的な確認を行い、取締役の業務執行の状況を効率的、合理的に把握し、監督の実効性を高めております。 

  

⑤経営会議 

経営会議は社内取締役及び部門長により構成されており、業務執行に関する重要事項の報告、協議、意思決定を行ってお

り、週に１度開催しております。 

  

⑥内部監査 

当社は内部監査を独立した部門とはせずに、内部監査規程に基づき、被監査部門を所管しないグループ長が責任者となっ

て、各部門の内部監査を実施しております。内部監査は、被監査部門を所管しないグループ長及び被監査部門に所属しない従

業員１～２名の２～３名体制であり、各部署の所轄業務が法令、定款、社内諸規程及び諸取扱要領に従い適正かつ有効に運用

されているか否かを、各年度に策定する年度監査計画に従って調査しております。その結果を代表取締役に報告するとともに

適正な指導を行い、会社における不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、

経営効率の増進に資することをその目的としております。 

また、監査役会及び会計監査人に対して、業務監査結果を報告することで監査役及び会計監査人との連携を図り、業務執行

における違法性の排除と効率性の向上に努めております。 

  

⑦社外取締役及び社外監査役との関係 

社外取締役本荘修二は当社株式を56株保有しており、また当社は、社外取締役村井勝に52個、社外監査役小宮一慶に24個、

社外監査役片岡敬三に６個の新株予約権を付与しておりますが、それ以外に当社の社外取締役及び社外監査役と当社との間

に、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 

  

⑧会計監査の状況 

当社は、霞が関監査法人と証券取引法に基づく監査について監査契約を締結し、霞が関監査法人は、監査人として独立の立

場から財務諸表に対する意見を表明しております。 

当事業年度において業務執行した公認会計士は、以下のとおりであります。 

・業務執行した公認会計士の氏名 

 指定社員 業務執行社員：剱持 俊夫、小林 和夫 

 ※継続監査年数については、全員７年以内であるため記載を省略しております。 

・会計監査業務に係る補助者の構成 

 公認会計士１名、会計士補２名 その他１名 

  

⑨内部統制システムの整備の状況 

当社は、社内業務全般にわたる諸規程の整備等職務権限と責任を明確化し、適切な相互牽制機能を業務プロセスに組み込

み、適正な業務執行を確保するための内部統制システムの構築に努めております。 

また当社内部監査担当部門は、業務活動全般に関してその妥当性や会社資源の活用状況、法律、法令、社内規程の遵守状況

について内部監査を行い、内部統制システムが有効に機能しているかどうかを確認するとともに、具体的な助言や勧告を行

い、業務の改善や問題発生の未然の防止を図っております。 

  

⑩顧問弁護士 

当社は外部の法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じてコンプライアンス遵守のために必要な助言を受けてお

り、法律面における経営上の問題が起きることのないよう努めております。 

  



⑪ディスクロージャー 

経営の透明性を高め、情報の非対称性による利害関係者の不利益を最小にするため、会社の経営情報の適時適切な情報開示

（ディスクロージャー）に努めてまいります。 

  

(3）リスク管理体制の整備状況 

当社は、取締役会・経営会議その他会議体にて情報を共有し、リスクの早期発見と未然の防止に努めております。また、監査

役監査、会計監査、内部監査を通じて、潜在的な問題の発見・改善状況のフォローを行い、リスクの軽減を進めております。 

全役職員がコンプライアンスの重要性を認識し、高い倫理観を持って行動することが必要であるとの認識のもと、各種規程を

整備するだけでなく内部通報制度を設置しており、遵守すべき事項を定めるとともにリスク情報を幅広く吸い上げる体制を整備

しております。また、全従業員向けに法令遵守を高めるコンプライアンス研修、インサイダー取引防止に関する研修、個人情報

保護のための研修を実施し、今後も引き続き継続していく所存です。 

  

(4）役員報酬 

当連結会計年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日まで）における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下の

とおりであります。 

    

(5）監査法人に対する監査報酬    

当社の霞が関監査法人に対して支払う、公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬は8,600千円であります。 

なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。また、監査に係る経費負担は、監査契約書にて定めております。 

  

(6）責任限定契約の内容の概要 

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役ともに10万円又は法令の定める

額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因

となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。 

  

(7）取締役の定数 

当社の取締役は、７名以内とする旨定款に定めております。 

  

(8）取締役の選任の決議要件 

当社の取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

  

 

社内取締役に支払った報酬 59,436千円 

社外取締役に支払った報酬 －千円 

社外監査役に支払った報酬 4,600千円 

  64,036千円 



(9）株主総会の決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における

特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

  

(10）株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

 会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、総株

主の同意によらず取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期

待される役割を充分に発揮できるようにすることを目的とするものです。 

 



第５【経理の状況】 
  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結

財務諸表規則」という）に基づいて作成しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等

規則」という）に基づいて作成しております。 

なお、第７期事業年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第８期事業

年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

(3）当連結会計年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日まで）は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以下に掲げる

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、前連結会計年

度との対比は行っておりません。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当連結会計年度（平成18年７月１日から平成19年６月30日まで）の連結財務

諸表並びに前事業年度（平成17年７月１日から平成18年６月30日まで）及び当事業年度（平成18年７月１日から平成19年６月30

日まで）の財務諸表について、霞が関監査法人により監査を受けております。 

 なお、前事業年度に係る監査報告書は、平成19年８月16日提出の有価証券届出書に添付されたものによっております。 

  

  

  



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

 

    
当連結会計年度

（平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金     705,008

２．売掛金     214,868

３．たな卸資産     10,119

４．繰延税金資産     9,934

５．その他     13,969

流動資産合計     953,900 72.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物   8,375 

減価償却累計額   2,341 6,033 

(2)工具器具備品   73,341 

減価償却累計額   43,219 30,122 

有形固定資産合計     36,156 2.7 

２．無形固定資産    

(1)ソフトウェア     228,584  

(2)その他     28,034  

無形固定資産合計     256,619 19.5

     

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券     2,509

(2)繰延税金資産     53,404

(3)その他     14,033

投資その他の資産合計     69,947 5.3

固定資産合計     362,722 27.5

資産合計     1,316,623 100.0

     



  

  

    
当連結会計年度

（平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金     70,168

２．１年内返済予定の長期
借入金 

    7,992

３．未払法人税等     87,726

４．未払消費税等     15,888

５．前受金     101,051

６．その他     33,834

流動負債合計     316,661 24.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金     30,010

固定負債合計     30,010 2.3

負債合計     346,671 26.3

     

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金     510,912 38.8

 ２．資本剰余金     162,912 12.4

 ３．利益剰余金     293,054 22.2

株主資本合計     966,879 73.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．為替換算調整勘定     2,073 0.2

評価・換算差額等合計     2,073 0.2

Ⅲ 新株予約権     999 0.1

  純資産合計     969,951 73.7

  負債純資産合計     1,316,623 100.0

     



②【連結損益計算書】 

  

  

   
当連結会計年度

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高     1,337,463 100.0

Ⅱ 売上原価     681,280 50.9

売上総利益     656,182 49.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．役員報酬   64,036 

２．給与   142,717 

３．販売促進費   18,007 

４．支払手数料   55,502 

５．研究開発費 ※１ 71,867 

６．減価償却費   7,656 

７．その他   101,703 461,490 34.5

営業利益     194,691 14.6

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息   962 

２．受取手数料   1,199 

３．その他   686 2,847 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息   784 

２．保証料償却費   710 

３．為替差損   419 

４．株式交付費   22 

５．その他   77 2,014 0.2

経常利益     195,525 14.6

Ⅵ 特別損失    

１．投資有価証券評価損   9,491 9,491 0.7

税金等調整前当期純利
益 

    186,034 13.9

法人税、住民税及び事
業税 

  85,236 

法人税等調整額   △7,526 77,709 5.8

当期純利益     108,325 8.1

     



③【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度（自 平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

  

（注）当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しているため、期首残高を記載しております。 

  

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年７月１日残高（千円）
（注） 

509,712 161,712 185,683 857,108

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 1,200 1,200 2,400

連結範囲の変更による減少額 △954 △954

当期純利益 108,325 108,325

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

1,200 1,200 107,370 109,770

平成19年６月30日残高（千円） 510,912 162,912 293,054 966,879

  

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計 
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計 

平成18年７月１日残高（千円）
(注) 

－ － 999 858,107

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 2,400

連結範囲の変更による減少額 △954

当期純利益 108,325

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額） 

2,073 2,073 － 2,073

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

2,073 2,073 － 111,844

平成19年６月30日残高（千円） 2,073 2,073 999 969,951



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
当連結会計年度

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益   186,034

減価償却費   20,696

ソフトウェア償却費   175,595

長期前払費用償却費   1,399

株式交付費   22

投資有価証券評価損   9,491

受取利息   △962

支払利息   784

売上債権の減少額   116,023

たな卸資産の増加額   △5,487

その他資産の減少額   4,135

仕入債務の増加額   18,217

前受金の増加額   34,527

その他負債の増加額   2,166

小計   562,644

利息の受取額   785

利息の支払額   △771

法人税等の支払額   △667

営業活動によるキャッシュ・フロー   561,990



  

  

  次へ 

    
当連結会計年度

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出   △174,652

有形固定資産の取得による支出   △19,434

無形固定資産の取得による支出   △227,511

投資有価証券の取得による支出   △12,000

従業員貸付金による支出   △2,000

従業員貸付金の回収による収入   500

その他   △137

投資活動によるキャッシュ・フロー   △435,234

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の借入による収入   40,000

長期借入金の返済による支出   △47,296

新株の発行による収入   2,377

財務活動によるキャッシュ・フロー   △4,918

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   3,181

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   125,018

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   329,621

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等
物の期首残高 

  45,716

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 ※ 500,356

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

項目 
当連結会計年度

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 

REALCOM TECHNOLOGY,INC. 

 前事業年度に新規設立した子会社であ

り、当連結会計年度より連結の範囲に含め

ております。 

２．持分法の適用に関する事項  非連結子会社及び関連会社がないため、

該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項 

 REALCOM TECHNOLOGY,INC.の決算日は12

月31日であるため、連結財務諸表の作成に

当たっては、連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

  

（イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

  （ロ)たな卸資産 

  商品、原材料、仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しております。 



  

  

  次へ 

項目 
当連結会計年度

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

  

（イ）有形固定資産 

定率法を採用しております。（ただし、

附属設備を除く建物については定額法） 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物     10年～15年 

器具及び備品 ４年～15年 

   平成19年度法人税法改正に伴い、平成19

年４月１日以降に取得した資産について

は、改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。 

  （ロ）無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込販売可能期間（３年）における見

込販売収益に基づく償却額と見込販売可能

期間の残存有効期間に基づく均等配分額の

いずれか大きい額により償却しておりま

す。 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。 

(3）重要な引当金の計上基準 （イ）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

なお、当連結会計年度においては、債権

の回収が確実であると見込まれること及び

過去の貸倒実績がないことにより計上して

おりません。 

(4）重要なリース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

(5）その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

（イ）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

６．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  

（連結損益計算書関係） 

  

 

当連結会計年度 
（平成19年６月30日） 

１．運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当座貸越契約を締

結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は

次のとおりであります。 
  

当座貸越極度額の総額 150,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 150,000千円 

当連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費は71,867千円であります。 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加2,536株は、A種優先株式の普通株式への転換による増加2,520株、第三者割当によ

る新株の発行（払込期日：平成18年７月18日）による増加16株であります。 

２．A種優先株式の発行済株式総数の減少2,520株は、普通株式への転換による減少であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

発行済株式 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式(注)１ 10,906 2,536 － 13,442 

A種優先株式 
(注)２ 

2,520 － 2,520 － 

計 13,426 2,536 2,520 13,442 

区分 内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 
（親会社） 

平成13年12月 
新株引受権 

普通株式 888 － － 888 999 

当連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成19年６月30日現在） 
  

現金及び預金勘定 705,008千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △204,652千円 

現金及び現金同等物 500,356千円 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

当連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が僅少のため、連結財務

諸表規則第15条の３（財務諸表等規則第８条の６第６項に準ずる）の規定に

より記載を省略しております。 



（有価証券関係） 

  

  

  次へ 

当連結会計年度 
（平成19年６月30日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

その他有価証券 

非上場株式 2,509千円

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない投資有価証券

（株式）について、9,491千円の評価減処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価ないし実質価額が50％

以上下落した場合には、すべて減損処理を行っております。 



（デリバティブ取引関係） 

  

  

  次へ 

当連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

当社グループではデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項

はありません。 



（退職給付関係） 

  

 

当連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

当社グループでは、退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はあり

ません。 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストックオプションの内容 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

  

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

  

 

  平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名及び従業員15名
当社取締役１名、監査役１名及び従業員
23名 

株式の種類別のストックオプ
ションの付与数（注） 

普通株式 472株 普通株式 424株

付与日 平成13年８月21日 平成14年９月27日

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社も若しくは関係会

社の従業員、取締役、監査役、コンサル

タント又はアドバイザーであることを要

します。ただし、任期満了による退任、

定年退職、転籍その他取締役会が正当な

理由があると認めた場合はこの限りでは

ありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成15年８月７日
至 平成23年８月６日 

自 平成16年９月28日 
至 平成24年９月27日 

  平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名及び従業員９名
当社取締役２名、監査役１名、従業員16
名及び社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプ
ションの付与数（注） 

普通株式 96株 普通株式 208株

付与日 平成15年５月20日 平成15年９月26日

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成16年９月28日
至 平成24年９月27日 

自 平成17年９月27日 
至 平成25年９月26日 



 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

  

 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

 

  平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社監査役１名及び従業員34名
当社取締役３名、監査役１名、従業員36
名及び社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプ
ションの付与数（注） 

普通株式 232株 普通株式 483株

付与日 平成16年10月28日 平成17年12月22日

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成18年９月25日
至 平成26年９月24日 

自 平成19年９月23日 
至 平成27年９月22日 

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び社外協力者１名
当社取締役２名、従業員19名及び社外協
力者１名 

株式の種類別のストックオプ
ションの付与数（注） 

普通株式 400株 普通株式 192株

付与日 平成18年２月１日 平成18年６月30日

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成18年２月１日
至 平成28年１月31日 

自 平成20年７月１日 
至 平成28年６月30日 



 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

  

  次へ 

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員１名 社外協力者１名

株式の種類別のストックオプ
ションの付与数（注） 

普通株式 ２株 普通株式 30株

付与日 平成18年８月14日 平成18年９月13日

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成20年７月１日
至 平成28年６月30日 

自 平成20年７月１日 
至 平成28年６月30日 

  平成19年ストックオプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員15名 

株式の種類別のストックオプ
ションの付与数（注） 

普通株式 18株 

付与日 平成19年６月19日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
自 平成21年６月20日
至 平成29年６月19日 



(2）ストックオプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算し

て記載しております。 

① ストックオプションの数 

 （注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末に株式分割

があったものとみなした株数を記載しております。 

  

 （注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末に株式分割

があったものとみなした株数を記載しております。 

  

 

    平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末   － － 

付与   － － 

失効   － － 

権利確定   － － 

未確定残   － － 

権利確定後 （株）    

前事業年度末   268 204 

権利確定   － － 

権利行使   － － 

失効   － 4 

未行使残   268 200 

    平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末   － － 

付与   － － 

失効   － － 

権利確定   － － 

未確定残   － － 

権利確定後 （株）    

前事業年度末   92 192 

権利確定   － － 

権利行使   － － 

失効   12 4 

未行使残   80 188 



 （注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末に株式分割

があったものとみなした株数を記載しております。 

  

  

  

 

    平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末   180 460 

付与   － － 

失効   － 12 

権利確定   180 － 

未確定残   － 448 

権利確定後 （株）    

前事業年度末   － － 

権利確定   180 － 

権利行使   － － 

失効   12 － 

未行使残   168 － 

    平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末   － 192 

付与   － － 

失効   － － 

権利確定   － － 

未確定残   － 192 

権利確定後 （株）    

前事業年度末   400 － 

権利確定   － － 

権利行使   － － 

失効   － － 

未行使残   400 － 

    平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末   － － 

付与   2 30 

失効   2 － 

権利確定   － － 

未確定残   － 30 

権利確定後 （株）    

前事業年度末   － － 

権利確定   － － 

権利行使   － － 

失効   － － 

未行使残   － － 



  

  

  次へ 

    平成19年ストックオプション 

権利確定前 （株）  

前事業年度末   － 

付与   18 

失効   － 

権利確定   － 

未確定残   18 

権利確定後 （株）  

前事業年度末   － 

権利確定   － 

権利行使   － 

失効   － 

未行使残   － 



② 単価情報 

 （注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整された価格

であります。 

  

 （注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整された価格

であります。 

  

 （注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整された価格

であります。 

  

  

 

  平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

権利行使価格（円） 75,000 78,750 

行使時平均株価（円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

  平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

権利行使価格（円） 78,750 78,750 

行使時平均株価（円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

  平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

権利行使価格（円） 112,500 112,500 

行使時平均株価（円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

権利行使価格（円） 150,000 150,000 

行使時平均株価（円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 



  

  

  

  次へ 

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

権利行使価格（円） 150,000 150,000 

行使時平均株価（円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

  平成19年ストックオプション

権利行使価格（円） 350,000

行使時平均株価（円） －

公正な評価単価（付与日） －



（税効果会計関係） 

  

  

  

当連結会計年度
（平成19年６月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
  
繰延税金資産    

減価償却超過額 54,966千円 

未払事業税 7,436  

未払賞与 1,601  

貯蔵品 582  

投資有価証券評価損 3,861  

繰越欠損金 781  

その他 456  

繰延税金資産小計 69,686千円 

評価性引当額 △6,346  

繰延税金資産合計 63,339千円 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 
  

流動資産－繰延税金資産 9,934千円 

固定資産－繰延税金資産 53,404千円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主な項目別の内訳 
  
法定実効税率 40.7％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0  

試験研究費等の法人税の特別控除額 △4.1  

住民税均等割等 0.3  

評価性引当額の増減額 3.5  

その他 0.4  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.8％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも

90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

当連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  



【関連当事者との取引】 

当連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

（1） 親会社及び法人主要株主等 

（注）１．上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．引条件及び取引条件の決定方針等 

当社製品の販売価格につきましては、市場価格を参考に決定しております。 

  

（2） 役員及び個人主要株主等 

（注）１．当社の銀行借入について、取締役である谷本 肇より債務保証を受けておりましたが、当取引は平成19年６月に解消して

おります。なお、銀行借入の被保証については、保証料の支払は発生しておりません。 

２．当社の本社の賃貸借契約について債務保証を受けておりましたが、当取引は平成19年６月に解消しております。なお、保

証料の支払は発生しておりません。 

  

 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金
又は 

出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

法人主要株
主 

株式会社
CSKホー
ルディン
グス 

東京都 
港区 

72,790 
情報サービ
ス業 

(被所有)
直接10.0 

－
当社製
品の販
売 

Knowledge
Market 
製品の販
売 

123,020 売掛金 4,431

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金
又は 

出資金 
(百万円) 

事業の 
内容又 
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 谷本 肇 － －
当社代表取
締役 

(被所有)
直接25.5 

－ －

当社銀行
借入に対
する債務
被保証
(注)１ 

－ － － 

当社の事
務所賃借
に関する
債務被保
証(注)２ 

－ － － 



（１株当たり情報） 

  

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

当連結会計年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

  

１株当たり純資産額 72,083円97銭

１株当たり当期純利益金額 9,776円65銭

１株当たり純資産額の算定上の基礎とする純資産額

は、貸借対照表の株主資本合計額から優先株式の発行価

額を控除した金額であります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株引受権及び新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。 

  
当連結会計年度

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

当期純利益（千円） 108,325 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 108,325 

期中平均株式数（株） 11,080 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

第１回無担保新株引受権付社債に

付された新株引受権（新株引受権

の残高999千円）、新株引受権１

種類（新株引受権の目的となる株

式の数 268株）及び新株予約権

８種類（新株予約権の目的となる

株式の数 1,724株） 



（重要な後発事象） 

  

  

当連結会計年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

１．平成19年７月26日付で新株予約権の行使により、株

式数等が次のとおり増加いたしました。 

株式数 190株 

資本金 14,250千円 

資本準備金 14,250千円 

２．平成19年７月27日付で新株予約権の行使により、株

式数等が次のとおり増加いたしました。 

株式数 888株 

資本金 49,950千円 

資本準備金 50,949千円 

これにより、平成19年７月27日現在の発行済株式の

総数は、14,520株、資本金575,112千円、資本準備金

は228,111千円となっております。 

３．平成19年８月16日及び平成19年８月29日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、

平成19年９月18日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は761,412千円、発行済株式総数

は16,020株となっております。 
  
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類

及び数 

：普通株式    1,500株 

③ 発行価格 ：１株につき  270,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき  248,400円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式

払込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。 

⑤ 払込金額 ：１株につき  212,500円 

この金額は会社法上の払込金額であり、平成19年

８月29日開催の取締役会において決定された金額

であります。 

⑥ 資本組入額 ：１株につき   124,200円 

⑦ 発行価額の総額 ：      318,750千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：       186,300千円 

⑨ 払込金額の総額 ：       372,600千円 

⑩ 払込期日 ：    平成19年９月18日 

⑪ 資金の使途 ：研究開発及び製品開発投資



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

 （注）１．当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しているため、期首残高を記載しております。 

２．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

３．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。 

  

(2）【その他】 

① 決算日後の状況 

 特記事項はありません。 

  

② 訴訟 

 該当事項はありません。 

  

  

区分 
当期首残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 － － － － 

１年以内に返済予定の長期借入金 14,846 7,992 1.6 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 30,452 30,010 1.6 平成24年 

その他の有利子負債 － － － － 

計 45,298 38,002 － － 

    
１年超２年以
内（千円） 

２年超３年以
内（千円） 

３年超４年以
内（千円） 

４年超５年以
内（千円） 

  長期借入金 7,992 7,992 7,992 6,034 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

 

    
前事業年度

（平成18年６月30日） 
当事業年度 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金     359,621 665,365 

２．売掛金     330,891 214,868 

３．商品     － 3,618 

４．原材料     3,000 － 

５．仕掛品     － 6,384 

６．貯蔵品     1,631 117 

７．前払費用     16,750 11,143 

８．繰延税金資産     13,065 9,934 

９．その他     586 2,824 

流動資産合計     725,547 67.6 914,255 69.0

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

(1)建物   8,130 8,375  

減価償却累計額   1,379 6,750 2,341 6,033 

(2)器具及び備品   60,694 73,059  

減価償却累計額   32,645 28,048 43,180 29,879 

有形固定資産合計     34,798 3.3 35,913 2.7

２．無形固定資産      

(1)ソフトウェア     165,730 229,032 

(2)ソフトウェア仮勘定     42,252 28,007 

(3)その他     102 102 

無形固定資産合計     208,085 19.4 257,142 19.5

３．投資その他の資産      

(1)投資有価証券     － 2,509 

 (2)関係会社株式     47,164 47,164 

(3)従業員長期貸付金     － 900 

(4)長期前払費用     1,402 2 

(5)繰延税金資産     42,747 53,280 

(6)敷金保証金     12,993 13,022 

(7)その他     － 108 

投資その他の資産合計     104,307 9.7 116,986 8.8

固定資産合計     347,191 32.4 410,042 31.0

資産合計     1,072,738 100.0 1,324,297 100.0

       



  

  

    
前事業年度

（平成18年６月30日） 
当事業年度 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金 ※１   51,950 72,610 

２．１年内返済予定の 
長期借入金 

    14,846 7,992 

３．未払金     32,927 29,198 

４．未払法人税等     2,601 87,590 

５．未払消費税等     12,095 15,888 

６．前受金     66,523 101,051 

７．預り金     3,234 4,225 

８．前受収益     － 3 

流動負債合計     184,179 17.2 318,560 24.1

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金     30,452 30,010 

固定負債合計     30,452 2.8 30,010 2.2

負債合計     214,631 20.0 348,570 26.3

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

 １．資本金     509,712 47.5 510,912 38.6

 ２．資本剰余金      

 (1)資本準備金   161,712 162,912  

   資本剰余金合計     161,712 15.1 162,912 12.3

 ３．利益剰余金      

 (1)その他利益剰余金      

    繰越利益剰余金   185,683 300,903  

   利益剰余金合計     185,683 17.3 300,903 22.7

  株主資本合計     857,108 79.8 974,728 73.6

Ⅱ 新株予約権     999 0.1 999 0.1

  純資産合計     858,107 80.0 975,727 73.7

  負債純資産合計     1,072,738 100.0 1,324,297 100.0

       



②【損益計算書】 

 

   
前事業年度

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高     926,841 100.0 1,337,463 100.0

Ⅱ 売上原価     418,132 45.1 681,301 50.9

売上総利益     508,708 54.9 656,161 49.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費      

１．販売促進費   25,229 17,761  

２．販売支援費   52,196 －  

３．役員報酬   39,586 64,036  

４．給与   95,187 142,684  

５．法定福利費   10,343 22,072  

６．支払手数料   60,237 54,649  

７．研究開発費 ※1 20,789 72,021  

８．減価償却費   5,331 7,656  

９. その他   63,764 372,667 40.2 73,249 454,132 34.0

営業利益     136,041 14.7 202,029 15.1

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   12 424  

２．受取手数料   － 1,199  

３．その他   290 302 0.0 686 2,309 0.2

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   1,231 784  

２．新株発行費   554 －  

３．株式交付費   － 22  

４．保証料償却費   － 710  

５．為替差損   － 435  

６．その他   244 2,030 0.2 77 2,030 0.2

経常利益     134,314 14.5 202,308 15.1

Ⅵ 特別損失      

１．固定資産除却損 ※2 1,196 －  

２．投資有価証券評価損   － 1,196 0.1 9,491 9,491 0.7

税引前当期純利益     133,118 14.4 192,817 14.4

法人税、住民税及び事
業税 

  530 85,000  

法人税等調整額   △55,813 △55,283 △5.9 △7,402 77,597 5.8

当期純利益     188,401 20.3 115,219 8.6

       



売上原価明細書 

  

(脚注) 

  

  

    
前事業年度

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 材料費     958 0.2 － －

Ⅱ 労務費     283,177 53.5 272,539 33.8

Ⅲ 外注費     158,158 29.9 459,485 57.0

Ⅳ 経費 ※1   87,185 16.4 74,186 9.2

当期総製造費用     529,479 100.0 806,211 100.0

期首仕掛品たな卸高     6,117 － 

 計     535,597 806,211 

他勘定振替高 ※2   263,555 317,091 

期末仕掛品たな卸高     － 6,384 

当期製品製造原価     272,042 482,735 

ソフトウェア償却費     141,911 175,616 

当期商品仕入高     4,179 22,950 

売上原価     418,132 681,301 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

旅費交通費          21,232千円 

賃借料            17,749千円 

減価償却費          12,913千円 

採用費             9,160千円 

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

旅費交通費          15,844千円 

賃借料            15,571千円 

減価償却費          13,000千円 

採用費             9,297千円 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

ソフトウェア仮勘定      190,569千円 

研究開発費          20,789千円 

販売支援費          52,196千円 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

ソフトウェア仮勘定      256,246千円 

研究開発費          60,844千円 

  

（原価計算の方法） 

原価計算の方法は、個別原価計算を採用しておりま

す。 

  

  

（原価計算の方法） 

同左 



③【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

  

当事業年度（自 平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

  

  

  

株主資本

新株 
予約権 

純資産
合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主
資本 
合計 

資本 
準備金 

資本
剰余金 
合計 

その他利益
剰余金 利益

剰余金 
合計 繰越利益

剰余金 

平成17年６月30日 残高
（千円） 

472,775 124,775 124,775 △2,718 △2,718 594,831 999 595,830

事業年度中の変動額    

 新株の発行 36,937 36,937 36,937 73,875   73,875

 当期純利益   188,401 188,401 188,401   188,401

株主資本以外の項目の
当事業年度の変動額 

    －

事業年度中の変動額合計
（千円） 

36,937 36,937 36,937 188,401 188,401 262,276 － 262,276

平成18年６月30日 残高
（千円） 

509,712 161,712 161,712 185,683 185,683 857,108 999 858,107

  

株主資本

新株 
予約権 

純資産
合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主
資本 
合計 

資本 
準備金 

資本
剰余金 
合計 

その他利益
剰余金 利益

剰余金 
合計 繰越利益

剰余金 

平成18年６月30日 残高
（千円） 

509,712 161,712 161,712 185,683 185,683 857,108 999 858,107

事業年度中の変動額    

 新株の発行 1,200 1,200 1,200 2,400   2,400

 当期純利益   115,219 115,219 115,219   115,219

株主資本以外の項目の
当事業年度の変動額 

    －

事業年度中の変動額合計
（千円） 

1,200 1,200 1,200 115,219 115,219 117,619 － 117,619

平成19年６月30日 残高
（千円） 

510,912 162,912 162,912 300,903 300,903 974,728 999 975,727



④【キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

    
前事業年度

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税引前当期純利益   133,118

減価償却費   18,245

ソフトウェア償却費   141,911

長期前払費用償却費   633

新株発行費   554

受取利息   △12

支払利息   1,231

固定資産除却損   1,196

売上債権の減少額（△増加額）   △144,946

たな卸資産の減少額（△増加額）   3,023

その他資産の増加額   △7,229

仕入債務の増加額   26,407

未払金の増加額   9,664

前受金の増加額（△減少額）   △14,136 

その他負債の増加額（△減少額）   △1,360 

小計   168,298 

利息及び配当金の受取額   12 

利息の支払額   △1,204 

法人税等の支払額   △369 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  166,736 



  

  

  次へ 

    
前事業年度

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出   △16,153

無形固定資産の取得による支出   △195,724

関係会社株式の取得による支出   △47,164 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △259,041 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出   △16,889 

新株の発行による収入   73,320

財務活動によるキャッシュ・フロー   56,431 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
（△減少額） 

  △35,872

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   365,494 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 329,621 

    



重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 子会社株式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品、原材料、仕掛品 （1）商品、原材料、仕掛品 

個別法による原価法を採用しており

ます。 

同左 

  

  (2）貯蔵品 (2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法を採用しております。（ただ

し、附属設備を除く建物については

定額法） 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

定率法を採用しております。（ただ

し、附属設備を除く建物については

定額法） 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

  建物     10～15年 建物     10～15年 

  器具及び備品 ４～15年 器具及び備品 ４～15年 

    (会計方針の変更) 

    

  

  

  

  

  

  

当期より平成19年度法人税法改正に

伴い、平成19年４月１日以降に取得

した資産については、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しておりま

す。 

なお、この変更による影響は軽微で

あります。 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込販売可能期間（３年）にお

ける見込販売収益に基づく償却額と見

込販売可能期間の残存有効期間に基づ

く均等配分額のいずれか大きい額によ

り償却しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

  

同左 

  

４．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費 (1）新株発行費 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

────── 

  (2）    ────── (2）株式交付費 

    支出時に全額費用として処理してお

ります。 



  

 

  
  

前事業年度
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

５．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

 なお、当期においては、債権の回収が

確実であると見込まれること及び過去の

貸倒実績がないことにより計上しており

ません。 

貸倒引当金 

同左 

  

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

────── 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

    



会計処理方法の変更  

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
 至 平成18年６月30日） 

当事業年度
（自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日） 

(固定資産の減損に係る会計基準) (繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 

当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

 当事業年度より「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実

務対応報告第19号)を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。 

 前事業年度において、営業外費用の内訳として表示し

ていた「新株発行費」は、当事業年度より「株式交付

費」として表示する方法に変更しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)   

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は857,108千円

であり、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 

  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

（損益計算書関係） 

  

 

前事業年度 
（平成18年６月30日） 

当事業年度
（平成19年６月30日） 

※１．       ────── ※１．関係会社項目 

  関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

  買掛金 2,442千円 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２

行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

当座貸越極度額の総額 150,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 150,000千円 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２

行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

当座貸越極度額の総額 150,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 150,000千円 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費は20,789千円で

あります。 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費は72,021千円で

あります。 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

器具及び備品          1,196千円 

※２．       ────── 

  

    



（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加8,327株は、平成17年９月26日付の株式分割（１株につき４株の割合による株式分割）に

よる増加7,737株と第三者割当による新株発行による増加590株によるものであります。 

２．A種優先株式の発行済株式数の増加1,890株は、平成17年９月26日付の株式分割（１株につき４株の割合による株式分割）

による増加であります。 

  

２．新株予約権に関する事項 

（注）新株引受権の当事業年度増加は、平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割したことによるものであります。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度
増加株式数 
（株） 

当事業年度
減少株式数 
（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 2,579 8,327 － 10,906 

A種優先株式 630 1,890 － 2,520 

計 3,209 10,217 － 13,426 

新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度
末残高 
（千円） 

  

前事業年度末 当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 

当事業年度末 

平成13年12月 
新株引受権 

普通株式 222 666 － 888 999

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成18年６月30日現在） 
  

現金及び預金勘定 359,621千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △30,000千円 

現金及び現金同等物 329,621千円 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が

僅少のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に

より、記載を省略しております。 

  

同左 



（有価証券関係） 

前事業年度末(平成18年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度末(平成19年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

  次へ 



（デリバティブ取引関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 当社ではデリバティブ取引を全く行っておりませんの

で、該当事項はありません。 

  

  



（退職給付関係） 

  

    

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 当社では退職金制度を採用しておりませんので、該当

事項はありません。 

  

  



（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストックオプションの内容 

  （注）１．株式数に換算して記載しております。 

     ２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

  

  （注）１．株式数に換算して記載しております。 

    ２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

  

 

  平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名及び従業員15名 
当社取締役１名、監査役１名及び従業

員23名 

株式の種類別のストックオプシ

ョンの付与数（注） 
普通株式 472株 普通株式 424株 

付与日 平成13年８月21日 平成14年９月27日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関係

会社の従業員、取締役、監査役、コン

サルタント又はアドバイザーであるこ

とを要します。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、転籍その他取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関係

会社の従業員、取締役、監査役、コン

サルタント又はアドバイザーであるこ

とを要します。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、転籍その他取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成15年８月７日 

至 平成23年８月６日 

自 平成16年９月28日 

至 平成24年９月27日 

  平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名及び従業員９名 
当社取締役２名、監査役１名、従業員

16名及び社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプシ

ョンの付与数（注） 
普通株式 96株 普通株式 208株 

付与日 平成15年５月20日 平成15年９月26日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関係

会社の従業員、取締役、監査役、コン

サルタント又はアドバイザーであるこ

とを要します。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、転籍その他取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関係

会社の従業員、取締役、監査役、コン

サルタント又はアドバイザーであるこ

とを要します。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、転籍その他取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成16年９月28日 

至 平成24年９月27日 

自 平成17年９月27日 

至 平成25年９月26日 



（注）１．株式数に換算して記載しております。 

    ２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

  

（注）株式数に換算して記載しております。 

  

  

  次へ 

  平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社監査役１名及び従業員34名 
当社取締役３名、監査役１名、従業員

36名及び社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプシ

ョンの付与数（注） 
普通株式 232株 普通株式 483株 

付与日 平成16年10月28日 平成17年12月22日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関係

会社の従業員、取締役、監査役、コン

サルタント又はアドバイザーであるこ

とを要します。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、転籍その他取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関係

会社の従業員、取締役、監査役、コン

サルタント又はアドバイザーであるこ

とを要します。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、転籍その他取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成18年９月25日 

至 平成26年９月24日 

自 平成19年９月23日 

至 平成27年９月22日 

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び社外協力者１名 
当社取締役２名、従業員19名及び社外

協力者１名 

株式の種類別のストックオプシ

ョンの付与数（注） 
普通株式 400株 普通株式 192株 

付与日 平成18年２月１日 平成18年６月30日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関係

会社の従業員、取締役、監査役、コン

サルタント又はアドバイザーであるこ

とを要します。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、転籍その他取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関係

会社の従業員、取締役、監査役、コン

サルタント又はアドバイザーであるこ

とを要します。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、転籍その他取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成18年２月１日 

至 平成28年１月31日 

自 平成20年７月１日 

至 平成28年６月30日 



(2) ストックオプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記

載しております。 

① ストックオプションの数   

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末に株式分

割があったものとみなした株数を記載しております。 

  

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末に株式分

割があったものとみなした株数を記載しております。 

  

 

  平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

権利確定前      （株）    

 前事業年度末 － － 

 付与 － － 

 失効 － － 

 権利確定 － － 

 未確定残 － － 

権利確定後      （株）    

 前事業年度末 268 292 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 － 88 

 未行使残 268 204 

  平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

権利確定前      （株）    

 前事業年度末 － 192 

 付与 － － 

 失効 － － 

 権利確定 － 192 

 未確定残 － － 

権利確定後      （株）    

 前事業年度末 92 － 

 権利確定 － 192 

 権利行使 － － 

 失効 － － 

 未行使残 92 192 



（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末に株式分

割があったものとみなした株数を記載しております。 

  

  

 

  平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

権利確定前      （株）    

 前事業年度末 216 － 

 付与 － 483 

 失効 36 23 

 権利確定 － － 

 未確定残 180 460 

権利確定後      （株）    

 前事業年度末 － － 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 － － 

 未行使残 － － 

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

権利確定前      （株）    

 前事業年度末 － － 

 付与 400 192 

 失効 － － 

 権利確定 400 － 

 未確定残 － 192 

権利確定後      （株）    

 前事業年度末 － － 

 権利確定 400 － 

 権利行使 － － 

 失効 － － 

 未行使残 400 － 



② 単価情報 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整された価

格であります。 

  

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整された価

格であります。 

  

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整された価

格であります。 

  

  

  

  次へ 

  平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

権利行使価格    （円） 75,000 78,750 

行使時平均株価   （円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

  平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

権利行使価格    （円） 78,750 78,750 

行使時平均株価   （円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

  平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

権利行使価格    （円） 112,500 112,500 

行使時平均株価   （円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

権利行使価格    （円） 150,000 150,000 

行使時平均株価   （円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 



（税効果会計関係） 

  

（持分法損益等） 

  

  

  

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  

繰延税金資産    

 減価償却超過額 42,747千円 

 繰越欠損金 10,102  

 未払賞与 1,864  

 未払事業税 842  

 その他 256  

繰延税金資産合計 55,813千円 

  

繰延税金資産    

 減価償却超過額 53,280千円 

 未払事業税 7,419  

 未払賞与 1,601  

 貯蔵品 582  

 投資有価証券評価損 3,861  

 その他 331  

繰延税金資産小計 67,077千円 

評価性引当額 △3,861  

繰延税金資産合計 63,215千円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主な項目別の内訳 

  

  

法定実効税率 40.7 % 

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9   

評価性引当額の減少 △84.5   

住民税均等割等 0.4   

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △41.5 % 

  

法定実効税率 40.7 % 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9   

試験研究費等の法人税の特別控除額 △4.0   

住民税均等割等 0.3   

評価性引当額の増減額 2.0   

その他 0.3   

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.2 % 

    

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

関係会社の損益等から見て重要性が乏しいため、記載を

省略しております。 

  



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．当社の銀行借入について、取締役である谷本肇より債務保証を受けております。取引金額については債務被保証残高で

ある借入金残高を記載しております。なお、銀行借入の被保証については、保証料の支払いは発生しておりません。ま

た、当取引は平成19年６月に解消しております。 

３．当社の本社の賃貸借契約について債務保証を受けているものであります。取引金額については年度の事務所家賃を記載

しております。なお、保証料の支払いは発生しておりません。また、当取引は平成19年６月に解消しております。 

  

 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容
取引の内
容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 
  

谷本 肇 
  

－ 
  

－ 
  

当社代表取
締役 
  

(被所有)
直接25.5 
  

－
  

－
  

当社銀行
借入に対
する債務
被保証
(注)２ 

45,298 － － 

当社の事
務所賃借
に関する
債務被保
証(注)３ 

24,805 － － 



（１株当たり情報） 

  

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

  

１株当たり純資産額 52,595円66銭 

１株当たり当期純利益金額 17,642円07銭 

１株当たり純資産額 72,513円63銭 

１株当たり当期純利益金額 10,398円91銭 

１株当たり純資産額の算定上の基礎とする純資産額

は、貸借対照表の資本合計額から優先株式の発行価額を

控除した金額であります。 

また、当社は平成17年９月26日付けで株式１株につき

４株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前期における１株当たり情報は、以下のとおりとな

ります。 

１株当たり純資産額      30,179円52銭 

１株当たり当期純利益金額   2,831円64銭 

また、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株引受権及び新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。 

また、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株引受権及び新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

当期純利益（千円） 188,401 115,219 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 188,401 115,219 

期中平均株式数（株） 10,679 11,080 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 第１回無担保新株引受権付社債

に付された新株引受権（新株引受

権の残高999千円）、新株引受権

１種類（新株引受権67個）及び新

株予約権７種類（新株予約権

1,224個）。 

 これらの詳細は、「第４ 提出

会社の状況 １ 株式等の状況 

(2)新株予約権等の状況」の記載

のとおりであります。 

 第１回無担保新株引受権付社債

に付された新株引受権（新株引受

権の残高999千円）、新株引受権

１種類（新株引受権の目的となる

株式の数268株）及び新株予約権

８種類（新株予約権の目的となる

株式の数1,724株） 



（重要な後発事象） 

  

  

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

１．株主以外のものに対する新株の発行 

平成18年６月30日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、平成18年７月18日付で当社従業員持株会に対して

新株を発行いたしました。 

その概要は以下のとおりであります。 

  

(1)発行株式数 普通株式   16株  

(2)発行価額 １株につき 150,000円

(3)発行価額の総額 2,400千円 

(4)資本組入額 １株につき  75,000円

(5)資本組入額の総額 1,200千円 

(6)払込期日 平成18年７月18日 

(7)割当先 当社従業員持株会 

(8)増資後の発行株式総数 13,442株（内普通株式

10,922株、A種優先株式

2,520株） 

１．平成19年７月26日付で新株予約権の行使により、株

式数等が次のとおり増加いたしました。 

株式数 190株 

資本金 14,250千円 

資本準備金 14,250千円 

２．平成19年７月27日付で新株予約権の行使により、株

式数等が次のとおり増加いたしました。 

株式数 888株 

資本金 49,950千円 

資本準備金 50,949千円 

 これにより、平成19年７月27日現在の発行済株式の

総数は、14,520株、資本金575,112千円、資本準備金

は228,111千円となっております。 

３．平成19年８月16日及び平成19年８月29日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、

平成19年９月18日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は761,412千円、発行済株式総数

は16,020株となっております。 

① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

 

② 発行する株式の種

類及び数 

：普通株式    1,500株 
 

③ 発行価格 ：１株につき  270,000円  

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき  248,400円  

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株

式払込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、

引受人の手取金となります。 

 

⑤ 払込金額 ：１株につき  212,500円  

この金額は会社法上の払込金額であり、平成19

年８月29日開催の取締役会において決定された

金額であります。 

 

⑥ 資本組入額 ：１株につき   124,200円  

⑦ 発行価額の総額 ：      318,750千円  

⑧ 資本組入額の総額 ：       186,300千円  

⑨ 払込金額の総額 ：       372,600千円  

⑩ 払込期日 ：    平成19年９月18日  

⑪ 資金の使途 ：研究開発及び製品開発投

資 
 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（千円） 

㈱Any 20 2,509



【有形固定資産等明細表】 

 （注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

  

  

【引当金明細表】 

該当事項はありません。 

  

  

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産    

建物 8,130 245 - 8,375 2,341 961 6,033

器具及び備品 60,694 18,144 5,778 73,059 43,180 16,313 29,879

有形固定資産計 68,824 18,389 5,778 81,434 45,521 17,274 35,913

無形固定資産    

ソフトウェア 673,351 242,299 960 914,691 685,658 178,998 229,032

ソフトウェア仮勘定 42,252 256,246 270,491 28,007 - - 28,007

その他 102 - - 102 - - 102

無形固定資産計 715,706 498,546 271,452 942,801 685,658 178,998 257,142

長期前払費用 1,402 - 657 745 742 275 2

繰延資産    

－ - - - - - - -

繰延資産計 - - - - - - -

・器具及び備品   

サーバーの購入 10,241千円

パーソナルコンピュータの購入 7,022千円

・ソフトウェア  

Knowledge Market Enterprise Suite 153,392千円

HAKONE for Notes 10,968千円

Notes Watcher 25,585千円

GSA Extender for Notes 12,790千円

FileServer intelligent 37,472千円

・ソフトウェア仮勘定  

製造原価からの振替（市場販売目的のソフトウェア開発） 256,246千円



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産 

イ．現金及び預金 

  

ロ．売掛金 

相手先別内訳 

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

ハ．商品 

  

 

区分 金額（千円）

現金 176 

預金 

普通預金 485,188 

定期預金 180,000 

小計 665,188 

合計 665,365 

相手先 金額（千円）

日本アイ・ビー・エム（株） 65,904 

（株）クレスコ 60,084 

日本アイビーエム・アプリケーション・ソリューショ
ン（株） 

12,489 

石油資源開発（株） 9,187 

（株）インフォセンス 8,202 

その他 59,000 

合計 214,868 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D)
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

330,891 1,599,011 1,715,035 214,868 88.9 62.3

品目 金額（千円）

ソフトウェア 3,618 

合計 3,618 



ニ．仕掛品 

  

ホ．貯蔵品 

  

② 負債 

イ．買掛金 

  

ロ．未払法人税等 

  

ハ．前受金 

  

 

品目 金額（千円）

ソフトウェア開発 6,384 

合計 6,384 

品目 金額（千円）

収入印紙、切手等 117 

合計 117 

相手先 金額（千円）

（株）クレスコ 38,367 

（株）アドバンスト・メディア 10,749 

Ａｕｇｍｅｎｔｕｍ，Ｉｎｃ． 5,559 

三井情報（株） 4,557 

Ｒｅａｌｃｏｍ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ． 2,442 

その他 10,935 

合計 72,610 

種類 金額（千円）

法人税 56,005 

住民税 13,349 

事業税 18,234 

合計 87,590 

相手先 金額（千円）

（株）電通国際情報サービス 32,697 

本田技研工業（株） 9,568 

日本アイ・ビー・エム（株） 8,477 

三菱ＵＦＪニコス（株） 8,330 

ＮＥＣシステムテクノロジー（株） 4,545 

その他 37,433 

合計 101,051 



(3）【その他】 

① 決算日後の状況 

 特記事項はありません。 

  

② 訴訟 

 該当事項はありません。 

  

  



第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

  

 

事業年度 ７月１日から６月30日まで

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 ６月30日 

株券の種類 10株券、１株券

剰余金の配当の基準日 ６月30日及び12月31日

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り － 

取扱場所 － 

株主名簿管理人 － 

取次所 － 

買取手数料 － 

公告掲載方法 

当会社の公告は、電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子
公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により
行う。 
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレス
は次のとおりです。 
http://www.realcom.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません



第７【提出会社の参考情報】 
  

１【提出会社の親会社等の情報】 

    

   当社は、証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

  

２【その他の参考情報】 

  

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 

 平成19年８月16日関東財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成19年８月30日及び平成19年９月７日関東財務局長に提出。 

 平成19年８月16日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

(3）臨時報告書 

 平成19年９月28日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。 

(4）臨時報告書 

 平成19年９月28日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成19年９月28日

リアルコム株式会社   

  取締役会 御中   

  霞が関監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 剱持 俊夫 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小林 和夫 

 当監査法人は、証券取引法の第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

リアルコム株式会社の平成18年７月１日から平成19年６月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

リアルコム株式会社及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、 

(1）平成19年７月26日及び平成19年７月27日に、新株予約権の権利行使に伴い新株式を発行し、資本金及び資本準備

金がそれぞれ増加している。 

(2）平成19年８月16日及び平成19年８月29日開催の取締役会において、公募増資による新株式の発行を決議し、平成

19年９月18日に公募増資を行っている。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成19年８月９日

リアルコム株式会社   

  取締役会 御中   

  霞が関監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 剱持 俊夫 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小林 和夫 

 当監査法人は、証券取引法の第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

リアルコム株式会社の平成17年７月１日から平成18年６月30日までの第７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、リア

ルコム株式会社の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （※） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書

提出会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成19年９月28日

リアルコム株式会社   

  取締役会 御中   

  霞が関監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 剱持 俊夫 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小林 和夫 

 当監査法人は、証券取引法の第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

リアルコム株式会社の平成18年７月１日から平成19年６月30日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、リア

ルコム株式会社の平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、 

(1）平成19年７月26日及び平成19年７月27日に、新株予約権の権利行使に伴い新株式を発行し、資本金及び資本準備

金がそれぞれ増加している。 

(2）平成19年８月16日及び平成19年８月29日開催の取締役会において、公募増資による新株式の発行を決議し、平成

19年９月18日に公募増資を行っている。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別

途保管しております。 
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